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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １  売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。 

２  第35期、第36期、第37期及び第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

３  第34期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

４  連結子会社である上海巧芸府餐飲有限公司については、平成22年12月に清算結了したため第36期末の連結の

範囲から除外しております。なお、清算結了時までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は連結して

おります。したがって、第36期末における連結子会社は１社となっております。 

５  第37期から金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第

36期以前につきましても百万円単位に組替えて表示しております。 

   

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月

売上高 (百万円) 61,961 58,961 60,692 60,054 58,677 

経常利益 (百万円) 456 1,678 2,980 3,419 3,739 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △455 614 1,442 623 1,917 

包括利益 (百万円) ― ― ― 624 1,916 

純資産額 (百万円) 11,104 11,126 12,007 12,043 13,372 

総資産額 (百万円) 33,974 29,190 27,979 27,320 26,220 

１株当たり純資産額 (円) 377.57 378.32 408.30 409.53 454.70 

１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失金
額(△) 

(円) △15.49 20.90 49.05 21.19 65.22 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 32.7 38.1 42.9 44.1 51.0 

自己資本利益率 (％) △3.9 5.5 12.5 5.2 15.1 

株価収益率 (倍) △37.1 26.1 11.8 30.5 11.7 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 889 1,811 3,180 2,881 3,090 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,050 1,415 393 △1,024 △302 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 404 △3,908 △2,936 △2,271 △2,601 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 3,304 2,622 3,258 2,843 3,030 

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数] 

(名)
1,398 
[7,368]

1,282 
[7,026]

1,177 
[7,151]

1,099 
[7,106]

1,135 
[7,108]
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２  第35期、第36期、第37期及び第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

３  第34期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

４  第37期から金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第

36期以前につきましても百万円単位に組替えて表示しております。 

  

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月

売上高 (百万円) 61,904 58,925 60,672 60,035 58,660 

経常利益 (百万円) 645 1,577 3,024 3,418 3,739 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △265 372 1,494 623 1,917 

資本金 (百万円) 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 

発行済株式総数 (株) 31,931,900 31,931,900 31,931,900 31,931,900 31,931,900 

純資産額 (百万円) 11,323 11,102 12,007 12,043 13,372 

総資産額 (百万円) 34,167 29,153 27,974 27,315 26,216 

１株当たり純資産額 (円) 385.03 377.52 408.30 409.53 454.70 

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間 
配当額) 

(円)
25 

(15)

20 

(10)

20 

(10)

20 

(10)

25 

(10)

１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失金
額(△) 

(円) △9.03 12.66 50.81 21.19 65.22 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 33.1 38.1 42.9 44.1 51.0 

自己資本利益率 (％) △2.3 3.3 12.9 5.2 15.1 

株価収益率 (倍) △63.7 43.0 11.4 30.5 11.7 

配当性向 (％) ― 158.0 39.4 94.4 38.3 

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数] 

(名)
1,320 
[7,368]

1,269 
[7,026]

1,165 
[7,151]

1,087 
[7,106]

1,123 
[7,108]
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２ 【沿革】

年月 概要

昭和51年５月 焼肉チェーン店の展開を目的に、資本金200万円をもって株式会社焼肉園を設立し、本社及び本

社工場を大分市旦野原に新設 

昭和54年２月 大分市萩原にファミリーレストランチェーンジョイフル１号店(萩原店)を開店 

昭和55年９月 株式会社焼肉園を株式会社ジョイフルに商号変更 

昭和58年８月 本社及び本社工場を大分市萩原に新築移転 

昭和63年11月 株式会社寿会館を吸収合併 

平成元年５月 経営効率を高めるため、大分市三川新町に、本社及び本社工場を移転 

平成２年６月 POSシステムを導入 

平成３年７月 本社一括配送による効率化のため、大分市下郡中新地に配送センターを新設 

平成５年６月 福岡証券取引所に株式を上場 

平成６年５月 株式会社亀の井ホテル（現 株式会社アメイズ）を子会社とする 

平成７年９月 長崎県大村市にフランチャイズの１号店としてジョイフル大村店を開店 

平成７年12月 熊本県八代市にジョイフル100号店(南八代店)を開店 

平成８年７月 熊本県菊池市に第２工場・配送センター(熊本センター)を新設 

平成８年10月 子会社として株式会社関東ジョイフルを設立 

平成９年２月 子会社として株式会社中部ジョイフルを設立 

平成９年６月 子会社として株式会社中国ジョイフルを設立 

子会社として株式会社東北ジョイフルを設立 

子会社として株式会社北陸ジョイフルを設立 

平成10年１月 子会社として株式会社近畿ジョイフルを設立 

平成11年８月 子会社として株式会社東京ジョイフルを設立 

平成11年10月 愛知県豊川市御津町に第３工場(愛知工場)を新設 

平成12年７月 ジョイフル水江店(岡山県倉敷市)の開店により、300店舗を達成 

平成13年10月 ジョイフル和歌山粉河店(和歌山県紀の川市)の開店により500店舗を達成 

平成14年６月 株式会社関東ジョイフルの営業全部を譲り受け 

株式会社亀の井ホテル（現 株式会社アメイズ）の株式を全て売却 

平成14年９月 単元の株式数を1,000株から100株に変更 

平成14年11月 株式会社中国ジョイフルを吸収合併 

平成16年２月 子会社５社を100％出資子会社とする 

平成16年６月 子会社５社を吸収合併 

平成17年１月 子会社として株式会社ジョイフルサービスを設立 

平成17年９月 ジョイフル愛媛東温店(愛媛県東温市)の開店により700店舗を達成 

平成20年１月 海外子会社として中華人民共和国の上海市に上海巧芸府餐飲有限公司を設立 

平成22年12月 上海巧芸府餐飲有限公司を清算結了 
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当連結会計年度末において、当社グループは、㈱ジョイフル（以下「当社」という）及び子会社１社

（㈱ジョイフルサービス）により構成されており、洋食メニューを中心としたファミリーレストラン事

業をチェーン展開しております。 

  
㈱ジョイフルサービスは、保険代理店事業、人材派遣事業等を行っております。 

関連当事者である㈱亀の井ホテル（現 ㈱アメイズ）は当社の役員の近親者が議決権の過半数を所有

している会社であり、同社とフランチャイズ契約を締結しております。また、当社の役員１名（取締役

会長）が同社の専務取締役を兼任しておりましたが、有価証券報告書提出日現在において当社取締役を

退任しております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 
(平成24年12月31日現在) 

 

  

(1) 連結子会社 

平成24年12月31日現在 

 
  

(2) その他の関係会社 

平成24年12月31日現在 

 
  

３ 【事業の内容】

 

４ 【関係会社の状況】

会社の名称 住所
資本金 
(百万円)

主な事業の内容
議決権の 
所有割合 
(％)

関係内容

㈱ジョイフルサービス 大分県大分市 10 
人材派遣事業 
保険代理店事
業 

100 

人材派遣の受入 
保険契約の取次 
役員の兼任  ２名 
当社が建物の一部を賃貸し
ております。また事業資金
の貸付を行っております。 

会社の名称 住所
資本金 
(百万円)

主な事業の内容
議決権の 
被所有割合 

(％)
関係内容

ジョイ開発㈲ 大分県大分市 200 資産管理 37.0 
役員の兼任  ２名 
営業取引に関する該当事項
はありません。 
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(1) 連結会社の状況 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １  従業員数は就業人員であり、( )は臨時雇用者数（８時間換算）を外書きしております。 

２  当社グループは、報告セグメントがファミリーレストラン事業のみの単一セグメントであるため、セグメン
ト別の従業員数は記載しておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １  従業員数は就業人員であり、( )は臨時雇用者数（８時間換算）を外書きしております。 

２  平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 
３  当社は、報告セグメントがファミリーレストラン事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の従

業員数は記載しておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

 
(注)  組合員数には臨時雇用者を含んでおります。 

  
  

５ 【従業員の状況】

従業員数(名) 1,135(7,108) 

従業員数(名) 平均年令 平均勤続年数 平均年間給与(円)

1,123(7,108) 34才７ヶ月 ６年９ヶ月 4,096,686 

名称 ＵＡゼンセンジョイフル労働組合 

加盟団体 ＵＡゼンセン 

結成年月日 平成３年11月25日 

組合員数 15,659名(平成24年12月31日現在) 

労使関係 労使関係は円満に推移し、特記すべき事項はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

(1)  
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─ ₉ ┘ ─ ─√╘⌐₈ ─ ₉⌐ ╡ ╪≢╕™╡╕⇔√⁹ 

  ╕√ ┬╡⌐⁸ ╟╡ ╩ ⅎ√ ☺ꜛ▬ⱨꜟ ╩ ™√⇔╕⇔√⁹ 

  

─ ⁸ ⌐⅔↑╢ │586 2.3 ⁸ │37

8.9 ⁸ │37 9.3 ⁸ │19

207.8 ≤⌂╡╕⇔√⁹ 

  ╕√⁸ ⌐⅔↑╢ │⁸ ┘ ─ ⁸ ─ ⌐

╟╡710 656 ⁸ 54 ≤⌂╡╕⇔√⁹ 

  ⌂⅔⁸ │ ╩ ℮ ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⅜⁸ ⌐ ╘╢ ⅜

╘≡ ⌂√╘⁸☿◓ⱷfi♩ ─ ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⁹ 

  

─כ꜡ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐ (2)  

⌐⅔↑╢ ┘ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ │30

6.6% ≤⌂╡╕⇔√⁹ 

  ⌐⅔↑╢ ─כ꜡ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐ ⌐≈™≡│ ─≤⅔╡≢№╡╕∆⁹ 

  

  

１ 【業績等の概要】
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כ꜡ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐╢╟⌐  

─ ╠╣√ │30 7.2 ≤⌂╡╕⇔√⁹ ─ ⌂ │⁸

35 ⁸ 11 ≢№╡⁸ ─ ⌂ │⁸

─ 13 ≢№╡╕∆⁹ 

  

כ꜡ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐╢╟⌐  

─ ⇔√ │ 70.5 ≤⌂╡╕⇔√⁹ ─ ⌂ │⁸

─ ⌐╟╢ 12 ≢№╡⁸ ─ ⌂ │⁸ ─ ⌐╟╢ 11

⁸ ┘ ─ ⌐╟╢ ≢№╡╕∆⁹ 

  

כ꜡ⱨהꜙ◦♇ꜗ◐╢╟⌐  

─ ⇔√ │26 14.5 ≤⌂╡╕⇔√⁹ ⌂ │⁸

─ ⌐╟╢ 14 ⁸ ─ ⁸ ─ ⌐╟╢

≢№╡╕∆⁹ 
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(1)   

⌐⅔↑╢ ╩ ↔≤⌐ ∆≤⁸ ─≤⅔╡≢№╡╕∆⁹ 

 
( )  │⁸ ≢ ⇔≡⅔╡⁸ │ ╕╣≡⅔╡╕∑╪⁹ 

  
(2)   

│ⱪכꜟ◓ ╩ ∫≡⅔╡╕∑╪⁹ 

  
(3)   

ᵑ  ☺ꜛ▬ⱨꜟ꜠☻♩ꜝfi ⱷ♬ꜙכ  

⌐⅔↑╢ ☺ꜛ▬ⱨꜟ ─ ⱷ♬ꜙכ │⁸ ─≤⅔╡≢№╡╕

∆⁹ 

 
( )   ⱷ♬ꜙכ │⁸ ≢№╢ ─ ◓ꜝfi♪ⱷ♬ꜙכ─ ⌐╟╢ ≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹ 

  ─ │ ─≤⅔╡≢№╡╕∆⁹ 

 
  ⌐│⁸ │ ╕╣≡⅔╡╕∑╪⁹ 

  

ᵒ  ☺ꜛ▬ⱨꜟ ─ ┘  

─ ┘ ╩ ─☿◓ⱷfi♩↔≤⌐ ∆≤ ─≤⅔╡≢№╡╕

∆⁹ 

 
( )   ─ ⌐│⁸ │ ╕╣≡⅔╡╕∑╪⁹ 

       ─ ⁸ ⁸ ⌐│⁸ ⇔√ ☺ꜛ▬ⱨꜟ ╩ ╪≢⅔╡╕∆⁹ 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】

 

( ) ( )

ⱢfiⱣ89.6 1,904 ◓כ 
 113.3 821 ☻כ♁
∕─  1,044 133.4 

3,770 103.8 

 

ⱷ♬ꜙכ ( ) ( ) ( )

◓ꜞꜟ 14,916 26.2 97.2 
ꜝ▬♩Ⱶ105.3 22.0 12,521 ꜟכ 

 10,609 18.6 90.0 

 fi◓ 2,489 4.4 102.8♬כ⸗

ה  12,267 21.6 95.9 
∕─  4,106 7.2 103.6 

56,910 100.0 97.8 

 ( ) ( ) 
☺ꜛ▬ⱨꜟ ─ ꜠☻♩ꜝfi─  146 103.2 

ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼⌐ ⇔≡™╢  1,369 95.1 

ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼⅛╠─꜡▬ꜘꜞ♥▫  234 98.3 
─  16 89.5 

 

( ) ( ) ( )

◄ꜞ▪ 39 5,659 3,416 6.0 96.2 

◄ꜞ▪ 54 7,528 5,227 9.2 100.8 

◄ꜞ▪ 54 6,672 4,679 8.2 97.7 

◄ꜞ▪ 76 9,877 6,601 11.6 97.5 

◄ꜞ▪ 49 6,026 3,971 7.0 98.8 

◄ꜞ▪ 76 10,246 6,686 11.7 97.2 

◄ꜞ▪ 80 10,782 6,784 11.9 96.4 

◄ꜞ▪ 60 7,369 5,299 9.3 97.1 

◄ꜞ▪ 83 10,756 7,041 12.4 98.2 

◄ꜞ▪ 86 10,863 7,201 12.7 97.9 

657 85,778 56,910 100.0 97.8 
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─╦⅜ │⁸ ∆╢ ─ ≢⁸ ─ ⌂ ≤∕╣⌐ ℮ ─

≤™℮ ⌂ ⌐ ⇔≡™⅛⌂ↄ≡│⌂╡╕∑╪⁹↓─ │⁸ ⌐₈ ⌂

₉╩╙√╠∆↓≤⅜ ↕╣⁸№╦∑≡ ⅝─ ⅎ⌂™ ⅛╠⁸ ╩ ↕⌂™ ⅜

ↄ↓≤⅜ ↕╣╕∆⁹ 

  ↕╠⌐⁸ ─ ─ ה ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ╕╢ ⁸ ╙ ╩⅔ ⌐ ∆╢

≤⇔≡ ⌂ ≢ ╩ ∆╢↓≤│⁸ ─ ≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹↓─╟℮⌂ ⁸

─ ╖≢№╢ ─ ╩⅔ ⌐ ⇔⁸≥─╟℮⌂ ה ╩ ╡ ↄ ⌐№∫≡

╙⅔ ⌐ ↑ ╣╠╣╢ ─ⱦ☺Ⱡ☻⸗♦ꜟ╩ ⇔ ↑╕∆⁹ 

  ⌂⅔⁸↓─ ─√╘⌐ ⅜ ∆═⅝ │ ─≤⅔╡≢№╡╕∆⁹ 

  
ᵑ ⅔ ⌐ ™√∞↑╢ ─ ≤ ─  

    ≤™√⇔╕⇔≡│⁸₈ ╡ ₈ה₉ ╡ ₈ה₉ ™  

  ₉⅜ ≤⌂∫√₈ ⱪ꜡☿☻₉─ ⅝↓╖╩ ⌂℮↓≤≢ ─ ה  

  ─Ⱪꜝ♇◦ꜙ▪♇ⱪ╩ ∫≡╕™╡╕∆⁹ 

    ╕√⁸ ⅛╠ ─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

    ─ ⌐≈⅝╕⇔≡│ ─ ╩ ⌐ ∂≡ ⇔╩ ™⁸ ─  

  ─ ╩ ⅝ ⇔≡╕™╡╕∆⁹ 

  

ᵒ ⅔ ⌐ ∆╢╟╡ ─☻ⱦכ◘™  

    ≤™√⇔╕⇔≡│⁸ ™ ה ה☻ⱦכ◘™ ⌂ ─ ╩ ╢↓ 

  ≤╩ ≤⇔⁸∕─ ≢₈ ─ ₉≤₈ ─ ₉⌐ ╩ ╣╢≤≤╙⌐⁸ 

  ⅔ ⌐╟╡ ™₈ↄ≈╤⅞─ ₉⅜ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ─ ⅛╠₈  

  ─ ₉⌐ ╡ ╪≢╕™╡╕∆⁹ 

    №╦∑≡⁸ ╟╡ ╩ ⅎ√₈ ☺ꜛ▬ⱨꜟ ₉─ ≤₈ ─ ₉╩  

  ∫≡╕™╡╕∆⁹ 

  
ᵓ ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻─ ─☻Ᵽ♫fi●♩כ꜠ⱳכ◖┘  

    ≤™√⇔╕⇔≡│⁸ ─ ≤⇔≡ ⌐ ╘╠╣╢◖fiⱪꜝ▬▪fi☻≤  

  ⌐ ≠™√ ╩ ┘ ⅜ ℮↓≤╩ ⇔⁸◖fiⱪꜝ▬▪fi☻─  ⱳכ◖┘

─☻Ᵽ♫fi●♩כ꜠   ⌐≈™≡ ╡ ╪≢╕™╡╕∆⁹ 

  

  

３ 【対処すべき課題】
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⌐ ⇔√ ─ ⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─℮∟⁸ ─ ⌐ ⌂

╩ ╓∆ ─№╢ ⌐│⁸ ─╟℮⌂╙─⅜№╡╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢

│⁸ ⌐⅔™≡ ⇔√╙─≢№╡╕∆⁹ 

  

(1) ┼─ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

─ │₈ⱨ□Ⱶꜞכ꜠☻♩ꜝfi☺ꜛ▬ⱨꜟ₉ ≢№╡⁸ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼ ╙ ╘√

─℮∟₈ⱨ□Ⱶꜞכ꜠☻♩ꜝfi☺ꜛ▬ⱨꜟ₉ ⅜ ╘╢ ─ │99.7%≤⌂∫≡⅔╡╕∆⁹

│₈ⱨ□Ⱶꜞכ꜠☻♩ꜝfi☺ꜛ▬ⱨꜟ₉ ─ ⌐fiꜛ◦כ꜠Ɑ○ה♩☻◖כ꜡╢№≢╖

≢№╢ⱥ♩ה⸗ⱡה◌Ⱡ╩ ↕∑╢↓≤⌐╟╡⁸ ╩ ⌐♪Ⱶ♫fi♩╩ ⇔≡╕™╡╕⇔

√⁹ 

  №╦∑≡⁸↓─ꜞ☻◒╩ ∆╢√╘⌐ ─ ╙ ╘≡⅔╡╕∆⁹ 

  ≢│₈ⱨ□Ⱶꜞכ꜠☻♩ꜝfi☺ꜛ▬ⱨꜟ₉ ⅜⁸ ╠⅛─ ⌐╟╡⅔ ⅛╠ ↕╣⌂ↄ

⌂╢↓≤│ ⅎ╠╣╕∑╪⅜⁸ ∕─ ⌂ ⅜ ∂√ ⌐│⁸ ─ ┘ ⌐ ╩

╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(2) ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

≢│⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔≡ ⇔≡⅔╡╕∆─≢⁸ ⌐

℮ ⅜ ─ ⁸ ─ ╩ ≢⅝⌂ↄ⌂╡⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆

⅜№╡╕∆⁹ 

  

(3) ─ ≤ ─ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│ ─ ↄ╩⁸ ╩ ∂≡ ⅛╠ ⇔≡⅔╡╕∆⁹∕─ │⁸ ⌂

╛ ⌐ ╩ ↑╕∆⁹ 

  ╕√⁸ ≢─BSE ╛ ─ ⌐ ℮ ─ ⌂≥⌐╟╡⁸ ─

╛ ─ ╩ ↄ↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

  │⁸ ↔≤⌐ ⅛╠ ╩ ∂≡ ⇔≡⅔╡╕∆⅜⁸ ╛ ⌂≥─

⌐╟╡⁸ ─ ╛ ─ ╩ ↄ↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

  ↓╣╠─ꜞ☻◒╩ ∆╢√╘ ─ ╛ ⌐ ╘≡⅔╡╕∆⅜⁸∕─╟℮⌂ ⅜

⇔√ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(4) ─ ≤ ה ה ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ ⌐⅔™≡⁸ⱢfiⱣכ◓ ◐כ♥☻⁸ ☻כ♁┘ ╩ ⇔⁸ ┼ ╩ ∫

≡⅔╡╕∆⁹ 

ה   │ ─ ≤⇔≡ ≠↑≡⅔╡⁸ ⌐ ∂√₈☺ꜛ▬ⱨꜟ

₉╩ ↑⁸ ⁸ ☿fi♃⁸כ ┘ ⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ∆╢≤≤╙

⌐⁸ ─ ⌐⅔™≡∕─ ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⁹ 

  ╕√⁸ │ ↔≤⌐ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⇔∕─ ╩ ⇔≡

⅔╡╕∆⁹ 

  ⇔⅛⇔ ⁸₈ ╛ ה ─ ₉ ─ ⌐╟╡ ה ╛

⅜ ⌂ ⌐ ∫√ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(5) ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

─ ה ⌂ ⌐│⁸⅔ ⌐ ⇔≡™√∞↑╢ ─☻ⱦכ◘≥ ⌂ ⅜

≢№╡⁸∕─√╘⌐│↓╣╩ ⅎ╢₈ ─ ≤ ₉⅜ ⌂ ≢№╢≤ ⅎ≡⅔╡╕∆⁹

４ 【事業等のリスク】
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⌐│⁸₈ ─ ₉╛₈ ─ ₉⁸∕⇔≡₈ ─ ₉⌂≥⌐ ⇔

≡⅔╡╕∆⁹ 

  ⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ₈ ─ ╛ ₉⅜ ╡⌐ ╕⌂™ ╛ ╩ ╢ ⅜ ⇔

√ ⌐│ ─ →≤⌂╡⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  ╕√⁸ ─ ⌐ ℮ ─ ⌐╟╡⁸ ⌂₈ ─ ₉⅜≢⅝⌂™ ╛⁸

─ ⌐╟╡ ⅜ ∆╢ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆

⅜№╡╕∆⁹ 

  

(6) ◦☻♥ⱶ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

─◖fiⱧꜙכ♃כ◦☻♥ⱶ│⁸ ⁸ ⁸ ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ꜠

▬Ᵽ⁸ꜟכꜙ☺◔☻כⱪ꜡♄◒♩☻◔☺ꜙכꜟ ⁸ ⁸ ⁸ ≢∕╣∙

╣ ה ↕╣≡⅔╡╕∆⁹ 

  ╕√⁸ ╩ ⇔≡ ─⅔↑╢ ≤ ⇔⌂⅜╠⁸ ╩ ∫≡⅔╡╕∆⁹

  ⁸ ה ⌐╟╢ ⁸ ─ ┘Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ─ ─ ⌐╟╡⁸↓╣╠

─◦☻♥ⱶ⌐ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸ ₁⌂ ⌐ ╩⅝√∆↓≤⌐⌂╡⁸ ─ ┘

⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(7) ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

ч ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ⱨꜝfi♅ꜗ▬☺כ≤─ ≢ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼ 24 12 31   

54 ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⅜⁸ ⱨꜝfi♅ꜗ▬☺כ≤─♩ꜝⱩꜟ ⌐╟╡ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼ ⅜

↕╣╢ ⅜ ∂√ ⌐│⁸꜡▬ꜘꜞ♥▫ ⅜ ⇔⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓

∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

ш ⌐ ╢ ה ┘ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ ─ ─ ⌐ ⇔≡ ⌐ ה ┘ ╩ ⇔ ╣

≡⅔╡⁸ 24 12 31 ─ │36 ⁸ ⌐ ╘╢ │14.0 ≤⌂∫≡⅔╡

╕∆⁹ ה │ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ⌐ ↕╣╢ ≤⌂∫≡⅔╡⁸

╕√ │⁸ ─ ™≤ ∆╢↓≤⌐╟╡ ╕≢⌐ ∆╢ ≤⌂

∫≡⅔╡╕∆⁹ 

  ⇔⅛⇔⁸ ה ┘ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡∕─ │ ⅜

≤⌂╢ ╛⁸ ⌐ ╘╠╣√ ⌐ ╩⇔√ ⌐│ ↕╣⌂™↓

≤⅜№╡╕∆⁹↓─╟℮⌂ ⅜ ∂√ ⌐│⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№

╡╕∆⁹ 

  

(8) ┘⌐ ה ─ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ ─ 90 ⅜ ≢ ↕╣≡⅔╡⁸ ┘⌐ ה

─ ─ ─ ⅜ ↕╣√ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆

⅜№╡╕∆⁹ 

  ╕√⁸ ╩ ℮ ≤⇔≡⁸₈ ₈ה₉ ꜞ◘▬◒ꜟ ₈ה₉ ▫♥ꜞⱦ◘כ꜠♩

₉ ─ ╩ ↑≡⅔╡⁸↓╣╠─ ⅜ ─ ─ ה ⌐ ∆╢ ─ ─ ╕╡╩

╕ⅎ≡ ↕╣√ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  ∕─ ⌐⁸ ─ ⌐╟╢ ⱴ▬fi♪─ ⅎ ╖⌂≥⌐╟╡ ⅜ ∆╢ ╛⁸ √⌂

ה ─ ⅜ ╦╣√ │⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 
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(9) ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ ⌐ ╩ ⅝⁸ ╩ ⌐ ╩ ╘≡⅝√√╘⁸ⱨꜝfi♅ꜗ▬☼

╩ ╘√ 710 24 12 31 ─℮∟ 57 ⌐№√╢406 │ ⌐№╡╕

∆⁹ 

  ╕√⁸ ≈№╢ ─℮∟ ה ⅜ ⌐№╡╕∆⁹ 

  ↓─√╘ ╩ ⌐ ╛ ─ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸ ─ ┘ ⌐

╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(10) ─ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ 18 12 ⅛╠ ─ ⌐ ╢ ╩ ⇔≡⅔╡╕∆⅜⁸ ─

⌐≈™≡ ─ ╛ ─ ⇔ ⌐╟╡ ⅜ ⇔ↄ ⇔⁸

─ ⅜ ≤⌂∫√ ⌐│⁸ ─ ┘ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡

╕∆⁹ 

  

(11) ▬fiⱨꜟ◄fi◙►▬ꜟ☻ ─ ⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

│⁸ ⌐ ⇔≡⅔╡╕∆⅜⁸ ▬fiⱨꜟ◄fi◙ ⅜ ⌐ ⇔⁸ ⅜

⇔√ │⁸ ה ─ ┘ ╩ ∆╢ ⅜№╡⁸ ─ ┘ ⌐

╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

(12) ─ ™⌐ ∆╢ꜞ☻◒ 

≢│⁸ ⁸ ┘ ─ ╩ ╡ ∫≡⅔╡╕∆⁹ │⁸ ─ ╩

⌂ꜞ☻◒≤⇔≡ ⇔⁸ ╩◒♇Ⱪ♪▬●ה ⇔ ⌐ ⇔≡⅔╡╕∆⁹ ⁸

─ ─ ⅜ ⇔√ ⌐│⁸ ─ ⌐ ⅝⌂ ╩ ⅎ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘

⌐ ╩ ╓∆ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

⌐⅔™≡⁸ ─ ⌂ ─ │ │№╡╕∑╪⁹ 

  

│№╡╕∑╪⁹ 

  

│⁸ ─ⱪכꜟ◓ ┘ ⌐ ∆╢ ≢№╡⁸ ┘ │⁸ ≤⇔≡

⌐ ≠™√╙─≢№╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐⅔™≡ ⇔√╙─≢№╡╕

∆⁹ 

  

(1) ⌂ ┘ ╡ 

─ⱪכꜟ◓ │⁸╦⅜ ⌐⅔™≡ ⌐ ≤ ╘╠╣╢ ⌐ ≠⅝

↕╣≡⅔╡╕∆⁹↓─ ─ ⌐⅔⅝╕⇔≡│⁸ ╢↑⅔⌐ⱪכꜟ◓ ─ ╩ ╕

ⅎ ⌐ ╡╩ ∫≡⅔╡╕∆⅜⁸ ─ │⁸ ─ ⌐ ─ ⅜№╢√╘⁸

╡≤ ⌂╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

  

５ 【経営上の重要な契約等】

６ 【研究開発活動】

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

― 13 ―



  
(2) ─ ─  
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第３ 【設備の状況】 

当連結会計年度における設備の新設・改修等に伴う設備投資の総額は、３億７千６百万円であります。

  

(1) 提出会社 

当社における重要な設備は、次のとおりであります。 

(平成24年12月31日現在) 

 
(注) １  帳簿価額は減損損失計上後の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。また金額には消費税等を

含んでおりません。 
２  土地欄の( )は自社所有の土地の面積であり、［ ］は連結会社以外から賃借している土地の面積でありま

す。 
３  従業員数の［ ］は、臨時雇用者数(８時間換算)を外書きしております。 
４  上記のほか、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。なお、リース契約件数が多く、ま

た多岐にわたるため、数量等は省略しております。 
  

１ 【設備投資等の概要】

２ 【主要な設備の状況】

事業所名 
(所在地)

帳簿価額

従業員数 
(名)

建物及び 
構築物 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 
(百万円)

土地(百万円)
(面積㎡)

その他 
(百万円)

合計 
(百万円)

事業所 本社 146 1 
351 

(5,577.12)
[1,736.00]

6 506 
139 
[43]

工場 

大分工場 69 51 
167 

(2,276.05)
0 288 

15 
[40]

熊本工場 55 57 
22 

(3,131.75)
0 136 

15 
[34]

愛知工場 103 43 
188 

(5,445.02)
0 336 

16 
[36]

配送センター 

大分配送センター 35 7 
257 

(2,921.91)
[540.00]

0 301 
7 

[13]

熊本配送センター 95 14 
67 

(9,395.25)
0 177 

9 
[12]

店舗 

東日本エリア 38店舗 221 5 
― 

[63,858.80]
10 237 

55 
[417]

中部エリア 54店舗 592 15 
― 

[97,184.08]
33 641 

89 
[605]

近畿エリア 54店舗 538 6 
― 

[81,326.56]
37 581 

85 
[573]

中国エリア 75店舗 869 3 
― 

[106,699.09]
31 905 

108 
[784]

四国エリア 49店舗 605 3 
― 

[66,158.66]
23 632 

69 
[501]

北九州エリア 76店舗 738 11 
1,092 

(14,103.01)
[89,632.39]

51 1,894 
98 

[819]

中九州エリア 79店舗 622 15 
429 

(5,287.84)
[108,694.72]

37 1,105 
109 

[850]

東九州エリア 

60店舗 626 15 
2,009 

(25,233.43)
[51,580.27]

40 2,691 
83 

[622]

新業態 2店舗 9 ― 
― 

[2,503.41]
0 9 

― 
[20]

西九州エリア 83店舗 680 13 
706 

(13,619.38)
[112,312.55]

50 1,450 
121 

[862]

南九州エリア 86店舗 775 14 
2,125 

(29,721.63)
[94,735.96]

50 2,965 
105 

[877]
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(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 国内子会社 

子会社である㈱ジョイフルサービスは重要な設備を有しておりません。 

  

当社グループの設備投資につきましては、業績、資金計画、投資効率等を総合的に勘案して策定してお

ります。 

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設及び改修は次のとおりであり、その更新のため

の除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 
  

(1) 重要な設備の新設 

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の改修 

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

名称 リース期間 年間リース料(百万円)

建物、店舗什器一式及び車両運搬具等 ５年～20年 269 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

会社名
事業所名 
(所在地)

設備の内容

投資予定金額
資金調達 
方法

着手及び完了予定年月

総額 
(百万円)

既支払額 
(百万円)

着手 完了

㈱ジョイフル 
店舗（直営ジョイフルレス
トラン15店舗） 
（岐阜県他） 

新型ジョイフル出店 768 26 自己資金
平成24年 
７月

平成25年 
９月

㈱ジョイフル 
店舗（直営ジョイフルレス
トラン654店舗）他 
（大分県大分市他） 

ＰＯＳオーダリング
システム 

38 ― 自己資金
平成25年 
１月

平成25年 
12月

会社名
事業所名 
(所在地)

設備の内容

投資予定金額
資金調達 
方法

着手及び完了予定年月

総額 
(百万円)

既支払額 
(百万円)

着手 完了

㈱ジョイフル 
店舗（直営ジョイフルレス
トラン654店舗）他 
（大分県大分市他） 

店舗リフレッシュ 
工事等 

432 ― 自己資金 
平成25年 
１月

平成25年 
12月
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
② 【発行済株式】 

  

 
  
(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
（注） １  吸収合併 
           当社の100％出資子会社である㈱東北ジョイフル、㈱東京ジョイフル、㈱中部ジョイフル、㈱北陸ジョイフ
           ル及び、㈱近畿ジョイフルを吸収合併しております。なお、合併による新株の発行及び資本金の増加はあ 
           りません。  
       ２  平成25年３月24日開催の定時株主総会において、繰越利益剰余金4,403百万円を資本金に組み入れ、資本金
           を6,000百万円とすることを決議しております。 

  
(6) 【所有者別状況】 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １  自己株式数は2,523,360株であり、「個人その他」の欄に25,233単元、「単元未満株式の状況」の欄に60株

をそれぞれ含めて記載しております。 
２  上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 

25単元及び86株含まれております。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000 

計 120,000,000 
 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成24年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年３月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,931,900 31,931,900 福岡証券取引所

・権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式 

・単元株式数  100株 

計 31,931,900 31,931,900 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
（株）

発行済株式 
総数残高 
（株）

資本金増減額
  

（百万円）

資本金残高 
  

（百万円）

資本準備金 
増減額 

（百万円）

資本準備金 
残高 

（百万円）

平成16年６月１日（注１） ― 31,931,900 ― 1,596 322 2,390 

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満 
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品 
取引業者

その他の 
法人

外国法人等 個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 14 7 75 3 3 10,251 10,353 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 27,334 35 135,748 22 3 156,091 319,233 8,600 

所有株式数 
の割合(％) 

― 8.56 0.01 42.53 0.00 0.00 48.90 100.00 ― 
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(7) 【大株主の状況】 

平成24年12月31日現在 

 
(注)  上記の他、当社所有の自己株式が2,523千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合7.90％）あります。 

  
(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成24年12月31日現在 

 
(注) １  「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式が60株含まれております。 

２  「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株(議決権の数25個)含ま
れております。 

  

② 【自己株式等】 

平成24年12月31日現在 

 
  

(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ジョイ開発有限会社 大分県大分市西鶴崎１丁目７番17号 10,897 34.12 

アナミアセット有限会社 大分県大分市中島西２丁目３番10号 1,460 4.57 

穴見  賢一 大分県大分市 955 2.99 

穴見  陽一 大分県大分市 955 2.99 

西日本信用保証株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１番１号 906 2.83 

ジョイフル従業員持株会 大分県大分市三川新町１丁目１番45号 730 2.28 

株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１ 679 2.12 

穴見  加代 大分県大分市 460 1.44 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 440 1.37 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（三井住友信託銀
行退職給付信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 376 1.17 

計 ― 17,860 55.93 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

― ―
普通株式 2,523,300 

完全議決権株式(その他) 普通株式 29,400,000 294,000 ―

単元未満株式 普通株式 8,600 ―
一単元（100株）未満の
株式 

発行済株式総数  31,931,900 ― ―

総株主の議決権 ― 294,000 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社ジョイフル 

大分県大分市三川新町 
１丁目１番45号 

2,523,300 ― 2,523,300 7.90 

計 ― 2,523,300 ― 2,523,300 7.90 
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      会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

   

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
※  当期間における取得自己株式には、平成25年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含めておりません。 

  
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
※  当期間の保有自己株式数には、平成25年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株

式数は含めておりません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 416 0 

当期間における取得自己株式※ 72 0 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額 

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(百万円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他 
(―) 

― ― ― ―

保有自己株式数※ 2,523,360 ― 2,523,432 ―
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけております。配当政策につきま

しては、財務体質の強化と将来の事業展開に備えるために内部留保の充実を図るとともに、安定した配当

を継続して実施する方針であります。 

  
当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また当社

は「取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款で

定めております。 

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり25円の配当（うち中間配当10円）を実

施することを決定しました。 

内部留保資金につきましては、新規出店や店舗の改装に際しての設備投資資金等に充当し、経営基盤の

より一層の強化に有効に活用してまいります。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 
  

 
  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注)  最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注)  最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日
配当金の総額 
(百万円)

１株当たりの配当額 
(円)

平成24年８月10日 
取締役会決議

294 10 

平成25年３月24日 
定時株主総会決議

441 15 

４ 【株価の推移】

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月

最高(円) 1,028 613 610 682 797 

最低(円) 550 459 510 500 636 

月別 平成24年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 724 729 730 751 775 797 

最低(円) 701 705 715 722 747 757 
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役

相談役
 穴見  陽一 昭和44年７月24日

平成６年４月

平成９年６月 

 

平成９年６月 

 

平成14年11月

平成15年３月

平成20年１月

平成21年３月

平成21年11月

平成22年３月

当社入社 

株式会社中国ジョイフル設立のため

当社退社 

株式会社中国ジョイフル代表取締役

社長 

当社副社長就任 

当社代表取締役社長就任 

当社代表取締役会長就任 

当社取締役退任 

当社顧問 

ジョイ開発㈲取締役就任（現任） 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

955 

平成23年３月

平成24年３月

平成24年12月

当社代表取締役社長就任 

当社代表取締役相談役就任（現任） 

衆議院議員（現任） 

代表取締役
社長 

 穴見  くるみ 昭和47年10月31日

平成９年６月

 
平成14年11月

 
平成17年10月

 
平成21年10月

 
平成23年３月

平成23年９月

 
平成24年３月

平成25年３月

株式会社中国ジョイフル設立取締役

就任  経理部長 

当社と株式会社中国ジョイフルの合

併により取締役退任 

アナミアセット有限会社代表取締役

就任（現任） 

株式会社ＡＲＣＡＤＩＡ代表取締役

就任（現任） 

当社取締役就任  管理本部副本部長 

当社取締役  経営戦略室財務戦略担

当マネジャー 

当社取締役社長就任 

当社代表取締役社長就任（現任） 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

39 

取締役 
内部監査室
長 

初田  誠二 昭和30年12月26日

平成15年７月 当社入社 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

27 

平成16年３月 当社取締役就任  製造部長 

平成16年10月 当社常務取締役就任  商品本部長兼

製造部長兼物流部長兼商品部長 

平成18年10月 当社常務取締役営業企画本部長兼営

業企画部長 

平成19年７月 当社取締役兼執行役員就任  内部監

査室長 

平成21年３月 当社取締役  管理本部長 

平成23年９月 当社取締役  内部監査室長(現任) 

取締役 
経営戦略室
長 

國吉  康信 昭和49年７月20日

平成11年１月 当社入社 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

18 

平成19年３月 当社取締役就任  商品本部生産物流

部長 

平成20年３月 当社取締役兼執行役員就任  営業企

画本部長兼店舗開発部長 

平成20年12月 当社取締役兼執行役員経営戦略室長 

平成21年３月 当社取締役  営業本部長 

平成22年３月 当社取締役  商品本部長 

平成23年９月 当社取締役  経営戦略室長(現任) 

― PԀ̃㼀



  

 
(注) １  監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。 

２  監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利

益相反が生じる恐れのない独立役員であります。 

３  所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。 

４  代表取締役社長穴見くるみは、代表取締役相談役穴見陽一の配偶者であります。 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株) 

取締役 
近畿エリア
マネジャー 

野島  豊 昭和40年12月21日

平成10年１月 当社入社 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

4 

平成15年４月 当社営業本部中国エリアマネジャー 

平成17年５月 当社営業本部中部西エリアマネジャ

ー 

平成17年12月 当社営業本部店舗コントロール室長 

平成19年５月 当社管理本部総務部長 

平成21年４月 当社管理本部副本部長 

平成22年３月 当社取締役就任  営業本部長 

平成23年９月

平成24年10月

当社取締役  店舗支援部長 

当社取締役  近畿エリアマネジャー

（現任） 

取締役 
生産物流部
長 

柴本  太 昭和40年３月14日

平成２年１月

平成５年４月

平成10年４月

平成17年２月

平成18年９月

平成20年12月

平成21年３月

平成22年３月

当社入社 

当社大分配送センター長 

当社熊本工場長 

当社製造部長 

当社購買部長 

当社商品本部長 

当社取締役就任  商品本部長 

当社取締役  商品本部副本部長 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

10 

平成23年９月 当社取締役  生産物流部長(現任) 

取締役 
総務・経理
部長 

小野  哲矢 昭和45年２月24日

平成18年７月

平成20年４月

平成22年12月

平成23年９月

平成25年２月

平成25年３月

当社入社 

当社管理本部財務部長 

当社管理本部経理部長 

当社経理部長 

当社総務・経理部長 

当社取締役就任  総務・経理部長 

（現任） 

平成25年
３月開催
定時株主
総会から
１年間

1 

常勤監査役  後藤  研晶 昭和23年10月５日

昭和46年４月 株式会社大分銀行入行 
平成24年
３月開催
定時株主
総会から
４年間

― 

平成19年５月 当社入社 

平成20年３月 株式会社ジョイフルサービス取締役

業務部長就任 

平成24年３月 当社常勤監査役就任(現任) 

監査役  河野  光雄 昭和27年２月９日

昭和56年３月 公認会計士登録 平成24年
３月開催
定時株主
総会から
４年間

2 昭和61年８月 河野公認会計士事務所開業(現任) 

平成13年３月 当社監査役就任(現任) 

監査役  岡村  邦彦 昭和32年２月19日

平成３年４月 弁護士登録 平成24年
３月開催
定時株主
総会から
４年間

― 
平成６年８月 岡村法律事務所開業(現任) 

平成15年12月 当社顧問弁護士就任 

平成18年３月 当社監査役就任(現任) 

監査役  河村  貴雄 昭和25年11月２日

昭和62年８月 税理士登録 

三輪公認会計士事務所副所長 

平成24年
３月開催
定時株主
総会から
４年間

― 
平成元年１月 河村会計事務所開業(現任) 

平成18年３月 当社監査役就任(現任) 

計 1,059 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

①企業統治の体制 

  イ  企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 

（ア）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

      当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして認識しております。 

      特に「食」を事業の柱とする企業として食品の安全性、衛生管理に対しては法令遵守と企 

    業倫理を徹底し、厳格な対応をいたしております。これからも、ステークホルダーとの円滑 

    な関係の構築のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行 

    われ、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう常に体制・制度の見直し、透明性の 

    ある公正な経営を実現してまいります。 
  

（イ）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの実施状況 

      当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間の実施状況につい 

    ては、平成22年12月期から福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる 

    恐れのない独立役員として、社外監査役を任命しております。また、コンプライアンスの実 

    践を重要な経営課題と認識し、専門部署である内部監査室の主管により、社内のコンプライ 

    アンス体制のチェック・整備を行っております。さらに、年４回の決算発表や投資家への個 

    別取材対応・ニュースリリースのタイムリーな発信・自社ホームページでの情報開示の拡充 

    など、積極的な情報開示に向けて取り組んでおります。 
  

（ウ）会社の機関の内容 

      当社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人の 

    ほかに経営会議を設置して的確な意思決定を行っております。 

  

    ⅰ）取締役会 

      当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役７名で構成されており、社外取締 

    役はおりません。取締役会は、原則として月１回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨 

    時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとと 

    もに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。また当社は会社法第370条の要件を 

    満たす場合は取締役会の決議の目的である事項につき取締役会の決議があったものとみなす 

    旨を定款で定めております。 

  

    ⅱ）監査役会 

      当社は監査役会制度を採用しております。監査役は４名で、内３名が社外監査役です。監 

    査役会は、原則として月１回開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しておりま 

    す。監査役会は、協議の上、監査方針・監査計画を立案、そして業務を分担し監査業務を遂 

    行しております。 

  

    ⅲ）経営会議 

      当社の経営会議は、取締役・各部門責任者で構成され、原則毎週開催し、経営に関する重 

    要な事項について協議を行ない、迅速かつ的確な意思決定を行っております。 

      会議は、経営の根幹をなす業務執行に関わる協議の場であり、常勤監査役が出席し、有 

    効・適切な監査が行われるようにしております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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    当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の図のとおりです。 

 

    ロ  内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況 

        当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、会社法及び会社法施行規則に基づき 

      平成18年５月に内部統制の基本方針（最終改正：平成23年11月）を取締役会決議で次のとおり定 

      めております。 

  
(ア)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

    コンプライアンス体制に係る規程を制定し、役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守 

  した行動をとるための行動規範を定めております。また、その徹底を図るため、総務・経理部 

  においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役員・従業 

  員教育等を行っております。社内のコンプライアンスの状況の監査は、内部監査室が定期的に 

  実施し、これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとします。また、 

  法令上疑義のある行為等について役員・従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及 

  び情報提供者の身分保障を社内規程に定めており、その情報提供の窓口を内部監査室として運 

  営しております。 

  
(イ)取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する事項 

    情報セキュリティ管理規程及び情報管理規程に従い、取締役の職務執行に関わる情報を文書 

  または電磁的媒体(以下、情報資産等という)に記録し、適切に保存及び管理を行っており、取 

  締役及び監査役は、情報セキュリティ管理規程及び情報管理規程により、常時これらの情報資 

  産等を閲覧できるものとしております。 

  
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

    コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に関わるリスクについては、そ 

  れぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修の実施等を行う 

  ものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、総務・経理部が行うものとしてお 

  ります。 

    新たに緊急事態が発生した場合の対応については、危機管理規程に従い、取締役社長若しく 

  は取締役社長が指名した者を危機管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとしてお 

  ります。 
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(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    取締役会は、役員・従業員が共有する全社的な目標を定めるとともに、重要事項の意思決定 

  を行っております。取締役会に上程すべき事項のより詳細な検討を行うため、取締役が出席し 

  て原則として毎週１回経営会議を開催しております。職務の執行にあたっては、社内規程に規 

  定された職務権限・職務分掌及び意思決定のための社内ルールに従い、適正かつ効率的に職務 

  の執行が行われる体制をとっております。 

  
(オ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

    当社の取締役及び当社の経営職層の従業員に子会社取締役を兼務させ、子会社の法令遵守・ 

  リスク管理体制を構築する権限と責任を与えております。また当社の内部監査室が子会社の監 

  査を行い、その業務の適正さを確保しております。 

    さらに、会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告の適切性を確保する 

  ため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システ 

  ムの運用を行っております。また、内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価 

  し、必要な是正を行っております。 

  
(カ)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

      並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

    監査役は、監査業務を補助するために必要に応じて使用人を置くことができ、取締役はその 

  設置に協力するものとしております。監査役から補助を任命された者は任命を解除されるま 

  で、取締役からの指揮命令を受けないものとし、また、その間の当該使用人に関する人事異 

  動・懲罰については、あらかじめ監査役の承認を必要とし、監査役は、その人事評価について 

  意見を述べることができるものとしております。 

  
(キ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

    取締役または使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な 

  影響を及ぼす事項、内部監査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整 

  備しております。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査 

  役との協議により決定する方法によっております。 

  
(ク)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

    代表取締役は、監査役の求めに応じて意見交換会を設定しております。また常勤監査役に経 

  営会議をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げない 

  ものとしております。 

  

(ケ)反社会的勢力排除に向けた整備状況 

    当社では、反社会的勢力排除に向け、基本方針並びに体制整備の方針を策定しております。 

  

<基本方針> 

ⅰ）反社会的勢力とは関係を持たず、取引も行いません。  

ⅱ）反社会的勢力との取引が判明した場合、速やかに取引の解消に向けて適切な措置を講ずる 

    こととします。  

ⅲ）反社会的勢力への資金の提供を一切行いません。  

ⅳ）反社会的勢力からの不当要求には応じません。また、反社会的勢力による不当要求が認め 

    られた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。  

ⅴ）反社会的勢力による被害を防止するため、警察その他の外部専門機関と連携し、組織的か 

    つ適正に対応します。 

ⅵ）反社会的勢力から役員・従業員の安全を確保します。 
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<反社会的勢力排除に向けた体制整備の方針> 

    上記方針に加え、不当要求があった場合の対応基準を定め、役員・従業員に周知します。ま 

  た、その対応統括部門である総務・経理部において、反社会的勢力に関する情報の収集と管理 

  を行い、不当要求の事案が発生した場合は、警察、暴力追放運動センターや顧問弁護士に早期 

  に報告、相談するなどの緊密な連携を図る体制を構築しております。 
  

(コ)責任限定契約の内容の概要 

  当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役 

  との間で、当該社外監査役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がな 

  い場合は、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただ 

  し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする旨を定款で定めておりま 

  す。なお、有価証券報告書提出日現在、契約を締結している社外監査役はおりません。 
  

    ②内部監査及び監査役監査 

      当社は、内部監査部門として内部監査室(６名)を設置し、業務執行が経営方針、社内規程等に準 

    拠し適正に行われているか、及び法令遵守の状況等について、監査計画に従い定期的に内部監査を 

    実施しております。 

      監査役は取締役会に毎回出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査役は経営会議を 

    はじめ、その他の重要な会議にも出席するなど、経営に対する監視の強化に努めております。 

      また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、監査役は内部監査室の 

    監査計画の立案に当たり、監査役の監査方針と内部監査室の計画について情報交換・意見交換の会 

    合を実施し、毎月実施した監査について両者の監査報告書を相互に配布するなど、改善状況の把握 

    を都度実施しております。 

  

      あわせて、監査役は会計監査人から監査計画の説明及び監査結果についての報告を受けるととも 

    に、監査役が実施した監査における問題点や対策について会計監査人に説明し意見交換を行ってお 

    ります。 

      なお、社外監査役は、公認会計士、税理士及び弁護士各１名で構成されており、財務及び会計又 

    は法務に関する相当程度の知見をそれぞれ有しており、社外監査役として取締役会において専門 

    的・客観的立場から取締役の職務執行について監視する体制としております。 
  

    ③社外取締役及び社外監査役 

      有価証券報告書提出日現在の当社の取締役は７名で社外取締役はおりませんが、外部からの中立 

    的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が 

    取締役の職務執行を監視しております。社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコ 

    ーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部から 

    の中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。 

  

      社外監査役３名は豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけ 

    るものと判断し選任しております。 

      なお、社外監査役の内１名は、当社の株主です。それ以外には、社外監査役と当社の間には、監 

    査業務以外に資本的関係や取引関係その他の利害関係はございません。 
  

― 27 ―



  
    ④役員の報酬等 

      イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

 
（注）１ 退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。 
      ２ 当社は社外取締役はおりませんので、上記の社外役員４名は全て社外監査役となっております。 

      ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

        連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。 
  

      ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

        使用人兼務取締役に対する使用人給与を５名に計36百万円支給しております。 
  

      ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

        平成19年３月29日開催の第32期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額20,000万円 

      以内（ただし使用人分給与は含まない。）であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及 

      び職務内容を勘案して決定しております。また、平成６年３月30日開催の第19期定時株主総会決 

      議による監査役の報酬限度額は年額2,000万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の 

      範囲内で監査役の協議により決定しております。 
  

    ⑤株式の保有状況 

      イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

            銘柄数                              ４銘柄 
            貸借対照表計上額の合計額          22百万円 
  

      ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及 

          び保有目的 

            （前事業年度） 

              特定投資株式 

 
  
            （当事業年度） 

              特定投資株式 

 
  

      ハ．保有目的が純投資目的である投資株式 

        該当事項はありません。 

  

役員区分
報酬等の総額 
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる 
役員の員数 

(名)
基本報酬

ストック 
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 
(社外取締役を除く。) 

75 59 ― ― 16 7 

監査役 
(社外監査役を除く。) 

3 3 ― ― 0 1 

社外役員 8 8 ― ― 0 4 

 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 

（百万円）
保有目的

（株）伊予銀行 22,000 16 営業上の取引関係維持・強化のため 

（株）西日本シティ銀行 21,000 4               〃 

（株）リンガーハット 2,530 2 同業他社の情報収集のため 

（株）フレンドリー 3,000 0           〃 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 

（百万円）
保有目的

（株）伊予銀行 22,000 15 営業上の取引関係維持・強化のため 

（株）西日本シティ銀行 21,000 4               〃 

（株）リンガーハット 2,530 2 同業他社の情報収集のため 

（株）フレンドリー 3,000 0           〃 
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    ⑥会計監査の状況 

      当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任しております。 

      当社の会計監査業務を執行した公認会計士は内藤真一氏、城戸昭博氏の２名で、監査業務に係る 

    補助者は公認会計士４名、その他４名で構成されております。なお、同監査法人及び当社の監査業 

    務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係は無く、同監査法人から 

    は、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。 
  

    ⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項 

    ⅰ）自己株式の取得 

        当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取 

      締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款で定めております。 
  

    ⅱ）中間配当 

        当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、 

      取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で 

      定めております。 
  

    ⑧取締役の定数 

      当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 
  

    ⑨取締役の選任の決議要件 

      当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の 

    議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および、取締 

    役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款で定めております。 
  

    ⑩株主総会の特別決議要件 

      当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議 

    要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席 

    し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 
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  (2)【監査報酬の内容等】 

    ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

 
  

    ②【その他重要な報酬の内容】 

      前連結会計年度（自平成23年１月１日  至  平成23年12月31日） 

        該当事項はありません。 

      当連結会計年度（自平成24年１月１日  至  平成24年12月31日） 

        該当事項はありません。 
  

    ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

      前連結会計年度（自平成23年１月１日  至  平成23年12月31日） 

        該当事項はありません。 

      当連結会計年度（自平成24年１月１日  至  平成24年12月31日） 

        該当事項はありません。 
  

    ④【監査報酬の決定方針】 

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査 

      日数等を勘案したうえで決定することとしております。 

  

区分

前連結会計年度
（自  平成23年１月１日

    至  平成23年12月31日）

当連結会計年度
（自  平成24年１月１日

    至  平成24年12月31日）
監査証明業務に基づ
く報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円） 

非監査業務に基づく
報酬（百万円） 

提出会社 23 ― 23 ― 

連結子会社 ― ― ― ― 

計 23 ― 23 ― 
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第５ 【経理の状況】 

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)に基づいて作成しております。 

  

  
２  監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成24年１月１日から平

成24年12月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）の財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。 

  

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計

基準等の内容を適切に把握し、適正な連結財務諸表等を作成できる体制を整備するため、会計基準等の変

更等について専門情報を有する各種団体が行うセミナー等に参加しております。 
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,993 3,690

売掛金 148 147

有価証券 650 －

商品及び製品 311 401

原材料及び貯蔵品 989 890

前払費用 383 343

繰延税金資産 160 170

短期貸付金 69 65

未収入金 257 251

その他 0 0

貸倒引当金 △4 △14

流動資産合計 5,961 5,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,276 27,369

減価償却累計額 △19,680 △20,438

建物及び構築物（純額） 7,595 6,931

機械装置及び運搬具 1,964 1,984

減価償却累計額 △1,627 △1,700

機械装置及び運搬具（純額） 336 283

工具、器具及び備品 7,185 7,200

減価償却累計額 △6,684 △6,825

工具、器具及び備品（純額） 501 375

土地 8,078 7,972

リース資産 3 3

減価償却累計額 △2 △2

リース資産（純額） 1 0

建設仮勘定 5 29

有形固定資産合計 16,518 15,593

無形固定資産   

ソフトウエア 19 11

リース資産 6 3

電話加入権 53 53

無形固定資産合計 78 67

投資その他の資産   

投資有価証券 42 39

長期貸付金 454 390

長期前払費用 64 61

繰延税金資産 974 911

敷金及び保証金 3,225 3,211

貸倒引当金 － △3

投資その他の資産合計 4,761 4,612

固定資産合計 21,358 20,273

資産合計 27,320 26,220
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,095 1,944

1年内返済予定の長期借入金 1,584 1,352

1年内償還予定の社債 530 65

リース債務 4 4

未払金 1,025 563

未払費用 2,041 2,115

未払法人税等 805 1,017

未払消費税等 230 242

賞与引当金 106 108

その他 228 61

流動負債合計 8,653 7,473

固定負債   

社債 65 －

長期借入金 4,700 3,447

リース債務 4 －

退職給付引当金 499 542

役員退職慰労引当金 31 45

資産除去債務 1,260 1,288

その他 61 50

固定負債合計 6,623 5,374

負債合計 15,276 12,848

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596 1,596

資本剰余金 2,390 2,390

利益剰余金 11,826 13,156

自己株式 △3,771 △3,771

株主資本合計 12,042 13,372

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △0

その他の包括利益累計額合計 0 △0

純資産合計 12,043 13,372

負債純資産合計 27,320 26,220
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 
【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

売上高 60,054 58,677

売上原価 20,780 19,862

売上総利益 39,273 38,815

販売費及び一般管理費 ※1  35,816 ※1  35,049

営業利益 3,457 3,765

営業外収益   

受取利息 9 7

不動産賃貸収入 54 55

受取手数料 10 9

その他 30 33

営業外収益合計 105 106

営業外費用   

支払利息 76 54

不動産賃貸原価 55 50

貸倒引当金繰入額 － 13

その他 11 13

営業外費用合計 143 132

経常利益 3,419 3,739

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 11 －

減損損失 ※2  127 ※2  161

災害による損失 176 －

店舗閉鎖損失 0 －

賃貸借契約解約損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 805 －

特別損失合計 1,122 161

税金等調整前当期純利益 2,297 3,578

法人税、住民税及び事業税 1,296 1,606

法人税等調整額 377 53

法人税等合計 1,674 1,660

少数株主損益調整前当期純利益 623 1,917

当期純利益 623 1,917
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【連結包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 623 1,917

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 △1

その他の包括利益合計 1 ※1  △1

包括利益 624 1,916

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 624 1,916

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,596 1,596

当期末残高 1,596 1,596

資本剰余金   

当期首残高 2,390 2,390

当期末残高 2,390 2,390

利益剰余金   

当期首残高 11,792 11,826

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

当期変動額合計 34 1,329

当期末残高 11,826 13,156

自己株式   

当期首残高 △3,770 △3,771

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3,771 △3,771

株主資本合計   

当期首残高 12,008 12,042

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 34 1,329

当期末残高 12,042 13,372
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 0 △0

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 0 △0

純資産合計   

当期首残高 12,007 12,043

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 36 1,328

当期末残高 12,043 13,372
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,297 3,578

減価償却費 1,218 1,156

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 805 －

減損損失 127 161

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 13

受取利息及び受取配当金 △9 △8

支払利息 76 54

固定資産除却損 11 －

固定資産売却損益（△は益） △0 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △14 8

前払費用の増減額（△は増加） △0 39

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11 20

仕入債務の増減額（△は減少） △126 △151

未払費用の増減額（△は減少） △43 76

未払消費税等の増減額（△は減少） △28 11

その他の流動負債の増減額（△は減少） 62 △497

長期前受収益の増減額（△は減少） △117 －

その他 52 35

小計 4,355 4,542

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △78 △57

法人税等の支払額 △1,397 △1,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,881 3,090

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,650 △1,110

定期預金の払戻による収入 1,850 1,250

有形及び無形固定資産の取得による支出 △327 △509

貸付金の回収による収入 74 70

その他の支出 △19 △43

その他の収入 48 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024 △302

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,454 △1,484

社債の償還による支出 △230 △530

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △586 △586

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,271 △2,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △414 186

現金及び現金同等物の期首残高 3,258 2,843

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  2,843 ※１  3,030

― 38 ―



【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

(1) 連結子会社の数        １社 

連結子会社の名称      ㈱ジョイフルサービス 

(2) 非連結子会社はありません。 

  

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社はありません。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社はありません。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券及び投資有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)によっております。 

時価のないもの 

投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・原材料……移動平均法による原価法によっております。 

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法によっております。 

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しておりま

す。 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

イ  有形固定資産（リース資産を除く） 

建物(建物附属設備を除く)については、平成10年３月31日以前に取得したものは、定率法により、

平成10年４月１日以降に取得したものは、定額法によっております。 

上記以外の有形固定資産については、定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物       10～20年 

工具、器具及び備品    ４～６年 

１  連結の範囲に関する事項

２  持分法の適用に関する事項

３  連結子会社の事業年度等に関する事項

４  会計処理基準に関する事項
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ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

ハ  リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

ニ  長期前払費用 

定額法によっております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

イ  貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ  賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度負担相当額を計上しており

ます。 

ハ  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の額に基づき、当連結会

計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(４年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

ことにしております。 

ニ  役員退職慰労引当金 

当社は、将来の役員の退職に伴う退職金の支払いに充てるため、役員退職慰労金規程に基づく支払

予定額を計上しております。 

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 
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【表示方法の変更】 

    （連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「流動負債」にて区分掲記しておりました「前受収益」は、負債及び純資

産の合計額の100分の５以下が継続しており、重要性がないため、当連結会計年度から「その他」に含

めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替え

を行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」にて区分掲記していた「前受収

益」173百万円（当連結会計年度５百万円）は、「その他」228百万円の中に含めて表示しております。

  前連結会計年度において、「固定負債」にて区分掲記しておりました「長期未払金」は、負債及び純

資産の合計額の100分の５以下が継続しており、重要性がないため、当連結会計年度から「その他」に

含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替

えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」にて区分掲記していた「長期未

払金」４百万円（当連結会計年度１百万円）は、「その他」61百万円の中に含めて表示しております。

  
    （連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「営業外収益」にて区分掲記しておりました「ＦＣ加盟料」は、「営業外

収益」の総額の100分の10以下が継続しており、重要性がないため、当連結会計年度から「その他」に

含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替

えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」にて区分掲記していた「ＦＣ

加盟料」５百万円（当連結会計年度３百万円）は、「その他」30百万円の中に含めて表示しておりま

す。 

  前連結会計年度において、「営業外費用」にて区分掲記しておりました「レジ現金過不足金」は、

「営業外費用」の総額の100分の10以下が継続しており、重要性がないため、当連結会計年度から「そ

の他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸

表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」にて区分掲記していた「レジ

現金過不足金」５百万円（当連結会計年度５百万円）は、「その他」11百万円の中に含めて表示してお

ります。 

  
    （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」にて区分掲記しておりました「長

期未払金の増減額」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から「その他」に含める

こととしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行

っております。 
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この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」にて区分掲記していた「長期未払金の増減額」△５百万円（当連結会計年度△２百万円）

は、「その他」52百万円の中に含めて表示しております。 

  前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」にて区分掲記しておりました「有

形及び無形固定資産の売却による収入」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から

「その他の収入」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の

連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシ

ュ・フロー」にて区分掲記していた「有形及び無形固定資産の売却による収入」０百万円（当連結会計

年度０百万円）は、「その他の収入」48百万円の中に含めて表示しております。 

  

【追加情報】 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。 

  

【注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

該当事項はありません。 

  
(連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

役員報酬及び給料手当 19,465百万円 19,335百万円 

賞与引当金繰入額 103 104 

退職給付費用 141 156 

役員退職慰労引当金繰入額 1 17 

水道光熱費 2,907 3,035 

減価償却費 1,141 1,081 
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※２  減損損失の内容は次のとおりであります。 

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

 
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグルーピング

を行っております。ただし、事業用資産のうち工場及び配送センターについては、共用資産としており

ます。 

事業用資産及び賃貸用資産のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗・

物件及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している店舗・物件について、並びに遊休資産について、

減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て計上しております。 

なお、回収可能価額は、主として不動産鑑定士による評価額等をもとにした正味売却価額により測定

しております。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 

  
  

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 
(店舗) 

建物及び構築物・機械装置及び運
搬具・工具、器具及び備品 

福岡県他 
(49店舗) 

65百万円

賃貸用資産 
建物及び構築物・工具、器具及び
備品 

栃木県 
(１件) 

19百万円

遊休資産 建物及び構築物・土地 
広島県他 
(４件)

42百万円

  (単位：百万円)

 
事業用資産 
(店舗)

賃貸用 
資産

遊休 
資産

建物及び構築物 43 19 22 

機械装置及び運搬具 3 ― ― 

工具、器具及び備品 19 0 ― 

土地 ― ― 20 

計 65 19 42 

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 
(店舗) 

建物及び構築物・機械装置及び運
搬具・工具、器具及び備品 

福岡県他 
(26店舗) 

29百万円

遊休資産 建物及び構築物・土地 
広島県他 
(４件)

131百万円
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当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグルーピング

を行っております。ただし、事業用資産のうち工場及び配送センターについては、共用資産としており

ます。 

事業用資産及び賃貸用資産のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗・

物件及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している店舗・物件について、並びに遊休資産について、

減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て計上しております。 

なお、回収可能価額は、主として不動産鑑定士による評価額等をもとにした正味売却価額により測定

しております。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 

  
(連結包括利益計算書関係) 

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

      その他有価証券評価差額金 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
(注)  自己株式の増加210株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

 （単位：百万円）

 
事業用資産 
(店舗)

遊休 
資産

建物及び構築物 24 25 

機械装置及び運搬具 0 ― 

工具、器具及び備品 4 ― 

土地 ― 105 

計 29 131 

当期発生額 △1 百万円

組替調整額 ― 

  税効果調整前 △1 

  税効果額 0 

  その他有価証券評価差額金 △1 

    その他の包括利益合計 △1 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株） 31,931,900 ― ― 31,931,900 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株） 2,522,734 210 ― 2,522,944 
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３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  
  
  

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
(注)  自己株式の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  
３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年３月24日 
定時株主総会 

普通株式 294 10 平成22年12月31日 平成23年３月25日

平成23年８月９日 
取締役会 

普通株式 294 10 平成23年６月30日 平成23年９月13日

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年３月23日 
定時株主総会 

普通株式 294 利益剰余金 10 平成23年12月31日 平成24年３月26日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株） 31,931,900 ― ― 31,931,900 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株） 2,522,944 416 ― 2,523,360 

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年３月23日 
定時株主総会 

普通株式 294 10 平成23年12月31日 平成24年３月26日

平成24年８月10日 
取締役会 

普通株式 294 10 平成24年６月30日 平成24年９月18日

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年３月24日 
定時株主総会 

普通株式 441 利益剰余金 15 平成24年12月31日 平成25年３月25日

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

現金及び預金勘定 2,993百万円 3,690百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△800 △660 

有価証券勘定 650 ― 

現金及び現金同等物 2,843 3,030 
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(リース取引関係) 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース資産の内容 

有形固定資産 

本社における会計システム用サーバー（工具、器具及び備品）であります。 

無形固定資産 

本社における会計システム（ソフトウェア）であります。 

  
（2）リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４.会計処理基準に関する事項（3）固定資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。 

  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次

のとおりであります。 

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
  

 
  

 (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 
(平成23年12月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額 

相当額
減損損失累計額 

相当額
期末残高相当額

建物及び構築物 232 130 54 47 

機械装置及び運搬具 232 147 ― 85 

工具、器具及び備品 2,333 2,172 ― 160 

ソフトウェア 223 162 ― 60 

合計 3,021 2,613 54 354 

 (単位：百万円) 

 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額 

相当額
減損損失累計額 

相当額
期末残高相当額

建物及び構築物 232 137 54 40 

機械装置及び運搬具 162 108 ― 54 

工具、器具及び備品 148 131 ― 16 

ソフトウェア 223 207 ― 16 

合計 766 584 54 127 
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②  未経過リース料期末残高相当額等 

 
  

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 
  

④  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
⑤  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ 

いては利息法によっております。 

  
(金融商品関係) 

１． 金融商品の状況に関する事項 

（１） 金融商品に対する取組方針 

       当社グループは、原則として買掛金や未払金等の支払いに必要な運転資金及び設備投資資金は 

     「営業活動によるキャッシュ・フロー」の範囲内で賄う方針であります。不足する場合につき、 

     事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入、社債発行及びリース取 

     引により調達しております。一時的な余剰資金は短期的な定期預金等の運用に限定し、投機的な 

     取引は行わない方針であります。 

       また、デリバティブ取引は原則として行わない方針ですが、後述するリスクを一時的に回避す 

     るために必要な場合に限り利用しております。 

  
（２） 金融商品の内容及びそのリスク 

       営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。貸付金（建設協力金)は、 

     支払家賃との相殺により回収しますが、店舗物件の貸主の信用リスクに晒されております。 

       土地・建物の賃貸借契約に基づき差入れる敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されて 

     おります。 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 235 67 

１年超 228 160 

合計 464 228 

リース資産減損勘定の残高 41 35 

  (単位：百万円) 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

支払リース料 654 269 

リース資産減損勘定の取崩額 5 5 

減価償却費相当額 580 226 

支払利息相当額 52 40 
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       投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。 

       営業債務である買掛金・未払金等は、１年以内の支払期日であり、原則円建てとしておりま 

     す。但し、一部商品の輸入に伴い外貨建てとする場合については為替変動リスクに晒されており 

     ます。 

       借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金 

     の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年９ヶ月後であります。長期借入 

     金並びに社債については、大部分が変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。 

  
（３） 金融商品に係るリスク管理体制 

    ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

       当社グループは、営業債権等について主要な取引先（主にフランチャイズ）の状況を定期的に 

     モニタリングし、かつ取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うことで、財務状況の悪化等によ 

     る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

    ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

       当社グループは、原則円建て取引を基本としておりますが、一時的に発生した外貨建ての営業 

     金銭債務については、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して為替予約を利用してヘッジ 

     をしております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等 

     を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

       借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクについては、不要な借入は行わず借入金を圧縮す 

     ることを基本とした上で、金利動向を踏まえペナルティの発生しない金利更改時にあわせて期限 

     前償還等の対応をとることにしております。 

    ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

       当社グループは、連結会計年度の開始前までに翌期予算及び投資計画に基づいて年間の資金繰  

     り計画を策定し、取締役会の承認を得ております。また月次で資金繰り状況について取締役会ま 

     で報告するとともに、日次では社内各部署からの報告に基づき経理部門が随時資金繰り計画を更 

     新し、手元流動性資金を適正な範囲に維持することで流動性リスクを管理しております。 

  
（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定 

     した価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異 

     なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  
２．金融商品の時価等に関する事項 

      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価 

    を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注）２を参照 

    下さい。）。 

  
 前連結会計年度(平成23年12月31日)                                           （単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 2,993 2,993 ─ 

（2）有価証券 650 650 ― 

（3）投資有価証券 24 24 ― 

（4）敷金及び保証金 3,225 3,055 △170 

資産計 6,893 6,723 △170 

（1）買掛金 2,095 2,095 ― 

（2）社債（*1） 595 595 0 

（3）長期借入金（*2） 6,284 6,316 31 

負債計 8,975 9,007 32 

デリバティブ取引 ― ― ― 
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（*1）１年内償還予定の社債を含めております。 
（*2）１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

  
 当連結会計年度(平成24年12月31日)                                           （単位：百万円） 

 
（*1）１年内償還予定の社債を含めております。 
（*2）１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

        資  産 

        （1）現金及び預金、（2）有価証券 

               これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか 

             ら、当該帳簿価額によっております。 

               なお、当社の保有する有価証券は、一時的な余剰資金を譲渡性預金にて運用している 

             ものです。 

        （3）投資有価証券 

               上場株式は取引所の価格によっております。 

        （4）敷金及び保証金 

               これらの時価については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに分類し、その将来キ 

             ャッシュ・フローを国債利回り等の適切な指標に信用リスクを加味した利率により割り 

             引いて算定する方法によっております。 

  
        負  債 

        （1）買掛金 

               これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか  

             ら、当該帳簿価額によっております。 

        （2）社債、（3）長期借入金 

               これらの時価については、元利金の合計額を同様の社債␀

 。割み引いて算定する方法によっておりますࢶ硿定されみ利率ױ             

  

       �࢝リ౲ସॵಇ

取ᘮ  

         ̃該ᙐ뫶㱯࡫ありまほஇ。 

  



  
      ３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 前連結会計年度(平成23年12月31日）                                          （単位：百万円） 

 
  
 当連結会計年度(平成24年12月31日)                                          （単位：百万円） 

 
  

      ４．社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

            社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額については、連結附属明細表「社債明細 

          表」及び「借入金等明細表」を参照ください。 

  
(有価証券関係) 

    その他有価証券 

前連結会計年度（平成23年12月31日） 

 
（注）投資事業有限責任組合出資証券（連結貸借対照表計上額17百万円）については、市場価格 

      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりま 

      せん。 

  

 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 2,993 ― ― ― 

有価証券     

  その他有価証券のうち 
  満期があるもの（譲渡 
  性預金） 

650 ― ― ― 

敷金及び保証金 191 575 1,808 649 

合計 3,835 575 1,808 649 

 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 3,690 ― ― ― 

有価証券     

  その他有価証券のうち 
  満期があるもの（譲渡 
  性預金） 

― ― ― ― 

敷金及び保証金 232 620 1,887 470 

合計 3,922 620 1,887 470 

区分 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式 24 23 1

小計 24 23 1

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1)株式 ― ― ―

(2)譲渡性預金 650 650 ―

小計 650 650 ―

合計 674 673 1
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当連結会計年度（平成24年12月31日） 

 
（注）投資事業有限責任組合出資証券（連結貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格 

      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりま 

      せん。 

  
(デリバティブ取引関係) 

期末残高がないため、該当事項はありません。  

  

(退職給付関係) 

１  採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年

金制度を設けております。また、連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており

ます。 

  
２  退職給付債務及びその内訳 

 
（注） 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  
３  退職給付費用の内訳 

 
(注) １  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用を含んでおります。 

２  「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

区分 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株式 7 6 0

計 7 6 0

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1)株式 15 16 △1

(2)譲渡性預金 ― ― ―

小計 15 16 △1

合計 22 23 △0

 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日現在)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日現在)

(1) 退職給付債務（百万円）（注） △576 △596 

(2) 未積立退職給付債務（百万円) △576 △596 

(3) 未認識数理計算上の差異（百万円) 76 54 

(4) 連結貸借対照表計上額(2)＋(3)（百万円) △499 △542 

(5) 退職給付引当金（百万円) △499 △542 

 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

(1) 勤務費用(百万円)（注）１ 65 68 

(2) 利息費用（百万円) 2 2 

(3) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円) 9 22 

(4) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)（百万円） 77 92 

(5) その他(百万円)（注）２ 69 70 

          計 147 163 
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４  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準 

  
(2) 割引率 

  

 

  
(3) 数理計算上の差異の処理年数    ４年 

(各年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌年度から費用処理することとしております。) 

  
(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  
(税効果会計関係) 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

 

  
      （表示方法の変更） 

        前連結会計年度において、繰延税金資産にて区分掲記しておりました「子会社の税務上の繰越 

      欠損金」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度から「その他」に含めること 

      としました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行ってお 

      ります。 

        この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産にて区分掲記していた「子会社の税務上の 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

0.5％ 0.5％ 

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

繰延税金資産   

減価償却費 49百万円 46百万円 

減損損失 1,110 1,059 

未払事業税 70 79 

賞与引当金 43 40 

退職給付引当金 176 191 

役員退職慰労引当金 11 16 

資産除去債務 446 455 

その他 125 123 

繰延税金資産小計 2,033 2,014 

評価性引当額 △754 △804 

繰延税金資産合計 1,278 1,209 

繰延税金負債   

資産除去債務に対応する 
除去費用 

△142 △128 

その他 △0 ― 

繰延税金負債合計 △143 △128 

繰延税金資産の純額 1,135 1,081 
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      繰越欠損金」10百万円（当連結会計年度８百万円）は、「その他」125百万円の中に含めて表示 

      しております。 

  
２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  

 

  
(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

(資産除去債務関係) 

    資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの  

      １  当該資産除去債務の概要 

          店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

      ２  当該資産除去債務の金額の算定方法 

          使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は主として1.8％を使用して資産除去債務の 

        金額を計算しております。 

      ３  当該資産除去債務の総額の増減 
  

 
        （注）前連結会計年度の「期首残高」は、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準  

              第18号  平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業 

              会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用したことによる残高であります。 

  

 
前連結会計年度 

(平成23年12月31日)
当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

法定実効税率 40.4％ 40.4％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

2.5 1.7 

住民税均等割 3.0 1.9 

評価性引当額の増減 22.3 1.6 

税率変更による影響 4.8 0.4 

その他 △0.1 0.4 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

72.9 46.4 

 

 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

期首残高（注） 1,243百万円 1,260百万円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 ─ 7 

時の経過による調整額 22 23 

資産除去債務の履行による減少額 △5 △2 

期末残高 1,260 1,288 
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(賃貸等不動産関係) 

        当社は、大分市において賃貸用アパート、その他に九州地域を中心に旧直営店舗物件等を賃貸 

      しております。また、尾道市等に遊休不動産（土地・建物）を所有しております。 

        なお、賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに期末における時 

      価及び当該時価の算定方法は下記のとおりであります。 
(単位：百万円) 

 
（注）１  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額 

        であります。 

      ２  期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は、減損損失(62百万円)及び減価償却費(14 

        百万円)であります。 

          当連結会計年度の減少は、減損損失（131百万円）及び減価償却費（11百万円）でありま 

        す。 

      ３  時価の算定方法 

          期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ 

        く金額、その他の物件については、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であ 

        ります。  

  
          また、賃貸等不動産に関する期中における損益は、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

 

  

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

連結貸借対照表計上額 

期首残高 881 804 

期中増減額 △76 △143 

期末残高 804 661 

期末時価 877 723 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当連結会計年度

賃貸等不動産 

賃貸収入 54 55 

賃貸費用 55 50 

賃貸損益 △1 4 

その他（減損損失等） △62 △131 
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(セグメント情報等) 

  【セグメント情報】 

当社グループは、報告セグメントが洋食メニューを中心としてチェーン展開しているファミリ 

ーレストラン事業一つであるため、記載を省略しております。 

  
  【関連情報】 

１．製品及びサービスごとの情報 

  単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超える 

  ため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

         (1)売上高 

    本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し 

    ております。 

         (2)有形固定資産 

    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないた 

    め、記載はありません。 

  
  【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当社グループは、報告セグメントがファミリーレストラン事業のみであるため、記載を省略 

しております。 

  
  【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

  
  【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

  

【関連当事者情報】 

１．関連当事者との取引 

  （1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

    （ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

種類 会社等の名
称又は氏名

所在地 資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内 
容又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関

係 

取引の 
内容 

取引金額
(百万円) 

科目 期末残高
(百万円)

役員及び 
その近親 
者が議決 
権の過半 
数を所有 
している 
会社等 

(株)亀の 
井ホテル 
（現 ㈱ア
メイズ） 

大分県 
大分市 

825 ホテル業 
飲食業

― 当社のフ
ランチャ
イジー 
役員の兼
任 

(1)食材の
販売及び
ロイヤリ
ティの受
取 

440 売掛金 36

    
(有)グッ 
ドイン 

大分県 
大分市 

10 ホテル業 ― 店舗の賃
貸借契約 

(1)店舗賃
借料の支
払 

14 前払費用 1

(2)店舗敷
金の支払 

― 敷金及び
保証金 

7

(有)ジェイ
ズ 

大分県 
別府市 

470 遊技場の運
営

― ― (1)店舗駐
車場用地
の購入 

10 ― ―
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    （注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

          取引条件及び取引条件の決定方針等 

      １．食材の販売及びロイヤリティの受取における条件は、フランチャイズ契約に基づくものであり、 

            その条件は他の加盟店と同様であります。 

      ２．店舗賃借料については、近隣家賃等を参考にして決定しております。また店舗敷金については、 

            当社と関係を有しない取引契約と同様に決定されております。 

      ３．店舗駐車場用地の購入については、隣接する店舗敷地の固定資産税評価額を参考に決定しており 

          ます。 

  
当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

 
    （注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

          取引条件及び取引条件の決定方針等 

      １．食材の販売及びロイヤリティの受取における条件は、フランチャイズ契約に基づくものであり、 

            その条件は他の加盟店と同様であります。 

      ２．店舗賃借料については、近隣家賃等を参考にして決定しております。また店舗敷金については、 

            当社と関係を有しない取引契約と同様に決定されております。 

  
(１株当たり情報) 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

種類 会社等の名
称又は氏名

所在地 資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内 
容又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関

係 

取引の 
内容 

取引金額
(百万円) 

科目 期末残高
(百万円)

役員及び 
その近親 
者が議決 
権の過半 
数を所有 
している 
会社等 

(株)亀の 
井ホテル 
（現 ㈱ア
メイズ） 

大分県 
大分市 

825 ホテル業 
飲食業

― 当社のフ
ランチャ
イジー 
役員の兼
任 

(1)食材の
販売及び
ロイヤリ
ティの受
取 

399 売掛金 35

    
(有)グッ 
ドイン 

大分県 
大分市 

10 ホテル業 ― 店舗の賃
貸借契約 

(1)店舗賃
借料の支
払 

16 前払費用 1

(2)店舗敷
金の支払 

3 敷金及び
保証金 

11

前連結会計年度(自 平成年１月１日 至 平成年月日

当連結会計年度(自 平成年１月１日 至 平成年月日
１株当たり純奈産㢯c 9�１株当たり純奈産㢯c ယ円１株当たり当期純利益金㢯c 円 １株当たり当期純利益金㢯c6円

項目前連結会計年度(平成年月日） 当連結会計年度(平成年月日）連結Ơ첑 4 ယc普通株式にಏる純奈産㢯k百万円c 4 ယc
普通株式の発行済株式数（株）c  
普通株式の自己株式数（株）c , မ
１ 株 当 た り 純 奈 産 㢯 の 算 ᓳ に 用 い ら ࢏ た 普 通 株 式 の 数（ 株 ） c

     8 ,   မ       8 ,    c ― c   c 



  
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

  （資本金の額の増加） 

        当社は、平成25年２月11日開催の取締役会において、平成25年３月24日開催の定時株主総会 

      に、資本金の増加について付議することを決議し、同株主総会にて承認されております。 

       (1)資本金の額の増加の目的 

          当社の今後の成長機会に備え、信用力向上による財務基盤の強化と経営健全性の維持向上 

        を目的としております。 

       (2)資本金の額の増加の要領 

          会社法第450条第１項の規定に基づき、繰越利益剰余金が減少し、資本金の額が増加いたし 

        ました。 

          ①減少する剰余金の項目及びその額 

            繰越利益剰余金    4,403百万円 

          ②増加する資本金の額 

            資本金            4,403百万円 

          ③効力発生日        平成25年３月24日 

項目
前連結会計年度

(自  平成23年１月１日
  至  平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 623 1,917 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 623 1,917 

普通株式の期中平均株式数(株) 29,409,077 29,408,770 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 
  

 
(注) １  (  )内書は、１年内の償還予定額であります。 

２  連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

 
  

【借入金等明細表】 
  

 
(注) １  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２  長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下

のとおりであります。 

 
  

【資産除去債務明細表】 
  

   

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

利率 
(％)

担保 償還期限

株式会社ジョイフル 
第１回無担保社債 
(適格機関投資家限定) 

平成18年 
２月24日

175 
(150)

25 
(25)

1.500 無
平成25年 
２月22日

株式会社ジョイフル 
第２回無担保社債 
(適格機関投資家限定) 

平成18年 
３月23日

120 
(80)

40 
(40)

1.565 無
平成25年 
３月22日

株式会社ジョイフル 
第３回無担保社債 
(適格機関投資家限定) 

平成19年 
３月30日

300 
(300)

― 
(―)

0.591 無
平成24年 
３月30日

合計 ― ―
595 

(530)
65 

(65)
― ― ―

１年以内 
(百万円)

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内 
(百万円)

３年超４年以内 
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

65 ― ― ― ― 

区分
当期首残高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

平均利率 
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,584 1,352 1.102 ―

１年以内に返済予定のリース債務 4 4 2.566 ―

長期借入金 
(１年以内に返済予定のものを除く。) 

4,700 3,447 0.742 
平成26年１月 
～平成30年９月

リース債務 
(１年以内に返済予定のものを除く。) 

4 ― ― ―

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 6,292 4,803 ― ―

 
１年超２年以内 

(百万円)
２年超３年以内 

(百万円)
３年超４年以内 

(百万円)
４年超５年以内 

(百万円)
長期借入金 1,981 940 272 185 
リース債務 ― ― ― ― 

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 1,260 30 △2 1,288 
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(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報等 

  

 
  

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 14,479 28,639 44,955 58,677 

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額 

(百万円) 729 1,434 3,297 3,578 

四半期(当期)純利益
金額 

(百万円) 395 779 1,840 1,917 

１株当たり四半期
(当期)純利益金額 

(円) 13.45 26.52 62.58 65.22 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期 
純利益金額 

(円) 13.45 13.07 36.06 2.63 
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２【財務諸表等】 
 （1）【財務諸表】 
  ①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,986 3,681

売掛金 148 146

有価証券 650 －

商品及び製品 311 401

原材料及び貯蔵品 989 890

前払費用 383 343

繰延税金資産 160 170

短期貸付金 ※1  92 ※1  85

未収入金 ※1  256 ※1  250

その他 ※1  0 ※1  0

貸倒引当金 △23 △27

流動資産合計 5,957 5,942

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,291 21,410

減価償却累計額 △14,542 △15,203

建物（純額） 6,748 6,206

構築物 5,984 5,959

減価償却累計額 △5,137 △5,234

構築物（純額） 847 724

機械及び装置 1,941 1,960

減価償却累計額 △1,609 △1,679

機械及び装置（純額） 331 280

車両運搬具 23 23

減価償却累計額 △18 △20

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 7,185 7,200

減価償却累計額 △6,683 △6,824

工具、器具及び備品（純額） 501 375

土地 8,078 7,972

リース資産 3 3

減価償却累計額 △2 △2

リース資産（純額） 1 0

建設仮勘定 5 29

有形固定資産合計 16,518 15,593

無形固定資産   

ソフトウエア 19 11

リース資産 6 3

電話加入権 53 53

無形固定資産合計 78 67

投資その他の資産   

投資有価証券 42 39

長期貸付金 454 390

長期前払費用 64 61
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

繰延税金資産 974 911

敷金及び保証金 3,225 3,211

貸倒引当金 － △3

投資その他の資産合計 4,761 4,612

固定資産合計 21,358 20,273

資産合計 27,315 26,216

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,095 1,944

1年内返済予定の長期借入金 1,584 1,352

1年内償還予定の社債 530 65

リース債務 4 4

未払金 ※1  1,027 ※1  565

未払費用 2,038 2,112

未払法人税等 805 1,017

未払消費税等 230 242

預り金 5 6

前受収益 ※1  173 ※1  5

賞与引当金 106 108

その他 47 47

流動負債合計 8,649 7,470

固定負債   

社債 65 －

長期借入金 4,700 3,447

リース債務 4 －

退職給付引当金 498 540

役員退職慰労引当金 31 45

資産除去債務 1,260 1,288

その他 61 50

固定負債合計 6,622 5,373

負債合計 15,272 12,844
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当事業年度 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596 1,596

資本剰余金   

資本準備金 2,390 2,390

資本剰余金合計 2,390 2,390

利益剰余金   

利益準備金 403 403

その他利益剰余金   

別途積立金 10 10

繰越利益剰余金 11,412 12,742

利益剰余金合計 11,826 13,156

自己株式 △3,771 △3,771

株主資本合計 12,042 13,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △0

評価・換算差額等合計 0 △0

純資産合計 12,043 13,372

負債純資産合計 27,315 26,216
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②【損益計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

売上高 60,035 58,660

売上原価   

期首製品及び店舗材料等たな卸高 1,131 1,133

当期製品製造原価 ※2  3,633 ※2  3,770

当期店舗材料仕入高 16,990 15,889

当期商品仕入高 157 172

合計 21,913 20,965

期末製品及び店舗材料等たな卸高 ※2  1,133 ※2  1,103

売上原価合計 20,780 19,862

売上総利益 39,255 38,798

販売費及び一般管理費 ※1, ※5  35,802 ※1, ※5  35,042

営業利益 3,452 3,756

営業外収益   

受取利息 ※4  9 ※4  8

受取配当金 0 0

不動産賃貸収入 ※4  54 ※4  55

受取手数料 ※4  15 ※4  13

その他 29 31

営業外収益合計 109 109

営業外費用   

支払利息 68 51

社債利息 7 2

不動産賃貸原価 55 50

貸倒引当金繰入額 － 7

その他 11 13

営業外費用合計 143 127

経常利益 3,418 3,739

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 11 －

減損損失 ※3  127 ※3  161

災害による損失 176 －

店舗閉鎖損失 0 －

賃貸借契約解約損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 805 －

特別損失合計 1,122 161

税引前当期純利益 2,297 3,577

法人税、住民税及び事業税 1,296 1,606

法人税等調整額 377 53

法人税等合計 1,674 1,660

当期純利益 623 1,917
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【製造原価明細書】 

  

 
  

(注) 

  

 
  

  (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費        

      期首材料たな卸高  74   89   

      当期材料仕入高  3,018   3,123   

        合計  3,093   3,212   

      期末材料たな卸高  89 3,004 82.7 117 3,095 82.1 

Ⅱ  労務費 ※１  395 10.9  433 11.5 

Ⅲ  経費 ※２  233 6.4  241 6.4 

      当期総製造費用   3,633 100.0  3,770 100.0 

      当期製品製造原価   3,633   3,770  

        

前事業年度 当事業年度

※１  労務費のうち賞与引当金繰入額 3百万円
 

※１  労務費のうち賞与引当金繰入額 3百万円
 

※２  経費のうち主なものは次のとおりであります。 

減価償却費 62百万円

水道光熱費 81 
 

※２  経費のうち主なものは次のとおりであります。 

減価償却費 61百万円

水道光熱費 88 
 

  ３  原価計算の方法 

      原価計算は、組別総合標準原価計算によっており

ます。 

  ３  原価計算の方法 

                        同左 
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③【株主資本等変動計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,596 1,596

当期末残高 1,596 1,596

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,390 2,390

当期末残高 2,390 2,390

資本剰余金合計   

当期首残高 2,390 2,390

当期末残高 2,390 2,390

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 403 403

当期末残高 403 403

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 10 10

当期末残高 10 10

繰越利益剰余金   

当期首残高 11,378 11,412

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

当期変動額合計 34 1,329

当期末残高 11,412 12,742

利益剰余金合計   

当期首残高 11,792 11,826

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

当期変動額合計 34 1,329

当期末残高 11,826 13,156

自己株式   

当期首残高 △3,770 △3,771

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3,771 △3,771
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年12月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 12,008 12,042

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 34 1,329

当期末残高 12,042 13,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 0 △0

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 0 △0

純資産合計   

当期首残高 12,007 12,043

当期変動額   

剰余金の配当 △588 △588

当期純利益 623 1,917

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1

当期変動額合計 36 1,328

当期末残高 12,043 13,372
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【重要な会計方針】 

有価証券及び投資有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によっております。 

時価のないもの 

投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)

については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっております。 

  

製品・原材料……移動平均法による原価法によっております。 

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法によっております。 

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しておりま

す。 

  

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物(建物附属設備を除く)については、平成10年３月31日以前に取得したものは、定率法により、平

成10年４月１日以降に取得したものは、定額法によっております。 

上記以外の有形固定資産については、定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物                19～20年 

構築物              10～18年 

工具、器具及び備品  ４～６年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(4) 長期前払費用 

定額法によっております。 

１  有価証券の評価基準及び評価方法

２  たな卸資産の評価基準及び評価方法

３  固定資産の減価償却の方法
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(1) 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度負担相当額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計上しております。 

また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(４年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することにしてお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

将来の役員の退職に伴う退職金の支払いに充てるため、役員退職慰労金規程に基づく支払予定額を計

上しております。 

  

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

  

【表示方法の変更】 

    （貸借対照表） 

前事業年度において、「固定負債」にて区分掲記しておりました「長期未払金」は、負債及び純資産

の合計額の100分の１以下が継続しており、重要性がないため、当事業年度から「その他」に含めるこ

ととしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っておりま

す。 

  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」にて区分掲記していた「長期未払金」４

百万円（当事業年度１百万円）は、「その他」61百万円の中に含めて表示しております。  

  

    （損益計算書） 

前事業年度において、「営業外収益」にて区分掲記しておりました「ＦＣ加盟料」は、「営業外収

益」の総額の100分の10以下が継続しており、重要性がないため、当事業年度から「その他」に含める

こととしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており

ます。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」にて区分掲記していた「ＦＣ加盟料」

５百万円（当事業年度３百万円）は、「その他」29百万円の中に含めて表示しております。 

前事業年度において、「営業外費用」にて区分掲記しておりました「レジ現金過不足金」は、「営業

外費用」の総額の100分の10以下が継続しており、重要性がないため、当事業年度から「その他」に含

めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行って

おります。 

４  引当金の計上基準

５  その他財務諸表作成のための重要な事項
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この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」にて区分掲記していた「レジ現金過不

足金」５百万円（当事業年度５百万円）は、「その他」11百万円の中に含めて表示しております。 

  

【追加情報】 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しておりま

す。 

  

【注記事項】 

(貸借対照表関係) 

※１  関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 

  

 
  

(損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費の主な費目及び金額並びにおおよその割合 

  

 
前事業年度 

(平成23年12月31日)
当事業年度 

(平成24年12月31日)

流動資産  短期貸付金 23百万円 20百万円 

          未収入金 0 0 

          その他 0 0 

流動負債  未払金 1 1 

          前受収益 0 0 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

給料及び手当 19,399百万円 19,259百万円 

賞与引当金繰入額 102 104 

退職給付費用 141 156 

役員退職慰労引当金繰入額 1 17 

地代家賃 3,468 3,453 

水道光熱費 2,907 3,035 

修繕費 1,897 1,518 

減価償却費 1,141 1,081 

   

おおよその割合   

販売費 88％ 88％ 

一般管理費 12 12 
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※２  原価差額は次のとおりであります。 

  

 

  
※３  減損損失の内容は次のとおりであります。 

前事業年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

 
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、事業用資産については主に独立した会計

単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグルーピングを行って

おります。ただし、事業用資産のうち工場及び配送センターについては、共用資産としております。 

事業用資産及び賃貸用資産のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗・

物件及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している店舗・物件について、並びに遊休資産について、

減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て計上しております。 

なお、回収可能価額は、主として不動産鑑定士による評価額等をもとにした正味売却価額により測定

しております。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 

  

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

当期製品製造原価 48百万円 74百万円 

 (有利差異) （有利差異） 

期末製品 4百万円 7百万円 

 (有利差異) （有利差異） 

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 
(店舗) 

建物・構築物・機械及び装置・工
具、器具及び備品 

福岡県他 
(49店舗)

65百万円

賃貸用資産 
建物・構築物・工具、器具及び備
品 

栃木県
(１件)

19百万円

遊休資産 建物・構築物・土地 
広島県他
（４件）

42百万円

 
事業用資産 
(店舗)

賃貸用 
資産

遊休資産

建物 37 18 22 

構築物 5 0 0 

機械及び装置 3 ― ― 

工具、器具及び備品 19 0 ─ 

土地 ― ─ 20 

計 65 19 42 
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当事業年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

 
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、事業用資産については主に独立した会計

単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグルーピングを行って

おります。ただし、事業用資産のうち工場及び配送センターについては、共用資産としております。 

事業用資産及び賃貸用資産のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗・

物件及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している店舗・物件について、並びに遊休資産について、

減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て計上しております。 

なお、回収可能価額は、主として不動産鑑定士による評価額等をもとにした正味売却価額により測定

しております。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 
  

※４  営業外収益のうち関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。 

  

 

  
※５  営業費用のうち関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。 

  

 

  

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 
(店舗) 

建物・構築物・機械及び装置・工
具、器具及び備品 

福岡県他 
(26店舗)

29百万円

遊休資産 建物・構築物・土地 
広島県他
（４件）

131百万円

 （単位：百万円）

 
事業用資産 
(店舗)

遊休 
資産

建物 21 25 

構築物 3 0 

機械及び装置 0 ― 

工具、器具及び備品 4 ― 

土地 ― 105 

計 29 131 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

受取利息 0百万円 0百万円 

不動産賃貸収入 0 0 

受取手数料 4 4 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

給料及び手当(派遣料) 18百万円 19百万円 

消耗品費 0 0 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

自己株式に関する事項 

 
(注)  自己株式の増加210株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

当事業年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日) 

自己株式に関する事項 

 
(注)  自己株式の増加416株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

(リース取引関係) 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース資産の内容 

有形固定資産 

本社における会計システム用サーバー（工具、器具及び備品）であります。 

無形固定資産 

本社における会計システム（ソフトウェア）であります。 

  
（2）リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のと

おりであります。 

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
  

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

  普通株式（株） 2,522,734 210 ─ 2,522,944 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

  普通株式（株） 2,522,944 416 ― 2,523,360 

 (単位：百万円) 

 

前事業年度 
(平成23年12月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額 

相当額
減損損失累計額 

相当額
期末残高相当額

建物 232 130 54 47 

機械及び装置 232 147 ― 85 

工具、器具及び備品 2,333 2,172 ― 160 

ソフトウェア 223 162 ― 60 

合計 3,021 2,613 54 354 
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②  未経過リース料期末残高相当額等 

 
  

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 

  
④  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
⑤  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

 (単位：百万円) 

 

当事業年度 
(平成24年12月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額 

相当額
減損損失累計額 

相当額
期末残高相当額

建物 232 137 54 40 

機械及び装置 162 108 ― 54 

工具、器具及び備品 148 131 ― 16 

ソフトウェア 223 207 ― 16 

合計 766 584 54 127 

  (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成23年12月31日)
当事業年度 

(平成24年12月31日)

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 235 67 

１年超 228 160 

合計 464 228 

リース資産減損勘定の残高 41 35 

  (単位：百万円) 

 (自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

前事業年度
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

当事業年度

支払リース料 654 269 

リース資産減損勘定の 
取崩額 

5 5 

減価償却費相当額 580 226 

支払利息相当額 52 40 
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成23年12月31日現在） 

  子会社株式（貸借対照表計上額  ―百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。 
  

当事業年度（平成24年12月31日現在） 

  子会社株式（貸借対照表計上額  ─百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。 

  

(税効果会計関係) 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

 

  
２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  

 

  
(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

 
前事業年度 

(平成23年12月31日)
当事業年度 

(平成24年12月31日)

繰延税金資産   

減価償却費 49百万円 46百万円 

減損損失 1,110 1,059 

未払事業税 70 79 

賞与引当金 42 40 

退職給付引当金 176 191 

役員退職慰労引当金 11 16 

資産除去債務 446 455 

その他 125 123 

繰延税金資産小計 2,032 2,014 

評価性引当額 △753 △804 

繰延税金資産合計 1,278 1,209 

繰延税金負債   

資産除去債務に対応する 
除去費用 

△142 △128 

その他 △0 ― 

繰延税金負債合計 △143 △128 

繰延税金資産の純額 1,135 1,081 

 
前事業年度 

(平成23年12月31日)
当事業年度 

(平成24年12月31日)

法定実効税率 40.4％ 40.4％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

2.5 1.7 

住民税均等割 3.0 1.9 

評価性引当額の増減 22.3 1.6 

税率変更による影響 4.8 0.4 

その他 △0.1 0.4 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

72.9 46.4 
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(資産除去債務関係) 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの  

      １  当該資産除去債務の概要 

          店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

      ２  当該資産除去債務の金額の算定方法 



  
(重要な後発事象) 

    （資本金の額の増加） 

        当社は、平成25年２月11日開催の取締役会において、平成25年３月24日開催の定時株主総会  

      に、資本金の増加について付議することを決議し、同株主総会にて承認されております。 

       (1)資本金の額の増加の目的  

          当社の今後の成長機会に備え、信用力向上による財務基盤の強化と経営健全性の維持向上を 

        目的としております。 

       (2)資本金の額の増加の要領 

          会社法第450条第１項の規定に基づき、繰越利益剰余金が減少し、資本金の額が増加いたし 

        ました。 

          ①減少する剰余金の項目及びその額 

            繰越利益剰余金    4,403百万円 

          ②増加する資本金の額 

            資本金            4,403百万円 

          ③効力発生日        平成25年３月24日 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
  

【その他】 

 
  

【有形固定資産等明細表】 

 
(注)  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券 その他有価証券 

㈱伊予銀行 22,000 15 

㈱西日本シティ銀行 21,000 4 

㈱リンガーハット 2,530 2 

㈱フレンドリー 3,000 0 

小計 48,530 22 

計 48,530 22 

種類及び銘柄 投資口数(口)
貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券 その他有価証券 
投資事業有限責任組合出資証券 3 16 

小計 3 16 

計 3 16 

資産の種類
当期首残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 
計額(百万

円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 

(百万円)

有形固定資産        

  建物 21,291 185 
66 
(46)

21,410 15,203 680 6,206 

  構築物 5,984 13 
39 
( 3)

5,959 5,234 131 724 

  機械及び装置 1,941 37 
17 
( 0)

1,960 1,679 88 280 

  車両運搬具 23 0 0 23 20 2 2 

  工具、器具及び備品 7,185 119 
104 
( 4)

7,200 6,824 239 375 

  土地 8,078 ― 
105 
(105)

7,972 ― ― 7,972 

  リース資産 3 ― ― 3 2 0 0 

  建設仮勘定 5 24 ― 29 ― ― 29 

有形固定資産計 44,512 381 
334 
(161)

44,559 28,966 1,143 15,593 

無形固定資産        

  ソフトウェア 172 1 ― 174 163 9 11 

  リース資産 15 ― ― 15 12 3 3 

  電話加入権 53 ― ― 53 ― ― 53 

無形固定資産計 241 1 ― 242 175 12 67 

長期前払費用 123 5 6 121 59 1 61 
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【引当金明細表】 

 
(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権の回収等による戻入額であります。 

  

(2) 【主な資産及び負債の内容】 

①  資産の部 

イ  現金及び預金 

 

  
ロ  売掛金 

(a) 相手先別内訳 

 
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
(注)  上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 23 13 ― 5 30 

賞与引当金 106 108 106 ― 108 

役員退職慰労引当金 31 17 3 ― 45 

 

区分 金額(百万円)
現金 133 

預金の種類  
  当座預金 0 

  普通預金 2,887 
  定期預金 660 

計 3,548 
合計 3,681 

 

相手先 金額(百万円)

㈱ひぐち 87 
㈱亀の井ホテル（現 ㈱アメイズ） 35 

㈱西川産業 21 

㈱サンエー 2 
その他 0 

計 146 
 

 

当期首残高 
(百万円) 

  
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

  
(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 

  
(Ｃ)

当期末残高 
(百万円) 

  
(Ｄ)  

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
366

 

148 1,684 1,686 146 92.0 32.0 
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ハ  たな卸資産 

(a) 商品及び製品 

 
(b) 原材料及び貯蔵品 

 

  
ニ  投資その他の資産 

(a) 敷金及び保証金 

 

区分 金額(百万円)

商品  

菓子等 14 

計 14 

製品  

ハンバーグ 143 

ソース 90 

その他(ステーキほか) 153 

計 387 

合計 401 
 

 

区分 金額(百万円)

原材料  

無洗米 40 

フライングオイル 25 

カウミート 21 

リブアイロール 15 

とり切身 13 

その他(チキンステーキほか) 702 

計 819 

貯蔵品  

洗剤類 35 

消耗品類 16 

その他(ラップ類ほか) 18 

計 71 

合計 890 

 

区分 金額(百万円)

敷金 3,196 

差入保証金 14 

計 3,211 
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②  負債の部 

イ  買掛金 

 
  

ロ  １年内返済予定の長期借入金 

 
  

ハ  未払費用 

 
  

ニ  長期借入金 

 
  
(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

相手先 金額(百万円)

㈱トーホーフードサービス 242 

サントリーフーズ㈱ 229 

西日本フード㈱ 152 

㈱山口油屋福太郎 148 

㈱神明 115 

その他 1,056 

計 1,944 

 

相手先 金額(百万円)

㈱伊予銀行 285 

農林中央金庫 218 

㈱西日本シティ銀行 200 

㈱三井住友信託銀行 176 

㈱三井住友銀行 155 

その他 316 

計 1,352 

 

区分 金額(百万円)

従業員給与 1,454 

社会保険料 291 

電気料 157 

水道料 73 

労働保険料 34 

その他 102 

計 2,112 

 

相手先 金額(百万円)

㈱伊予銀行 1,212 

㈱西日本シティ銀行 688 

㈱大分銀行 504 

㈱みずほ銀行 399 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 257 

その他 386 

計 3,447 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

事業年度 １月１日から12月31日まで 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

剰余金の配当の基準日 
６月30日 
12月31日 

１単元の株式数 100株 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部 

  株主名簿管理人 
(特別口座) 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
  三井住友信託銀行株式会社 

  取次所 ― 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載
する方法とする。 
公告掲載ホームページアドレス 
(http://www.joyfull.co.jp/) 

株主に対する特典 

株主優待制度 

 
  ※１  対象株主は毎年６月末及び12月末現在における株主 
  ※２  お食事割引券及びお食事優待券は、年２回交付 
３  株主優待券の有効期限    発行日より１年間 

１  対象株主(※１) ２  株主優待の方法(※２) 

100株以上500株未満保有の株主 お食事15％割引券(５枚) 

500株以上1,000株未満保有の株主 お食事15％割引券(10枚) 

1,000株以上保有の株主 お食事優待券(500円20枚) 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書 

事業年度(第37期)(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)  平成24年３月26日九州財務局長に

提出 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類 

事業年度(第37期)(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)  平成24年３月26日九州財務局長に

提出 

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書 

第38期第１四半期(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)  平成24年５月14日九州財務局長に

提出 

第38期第２四半期(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)  平成24年８月13日九州財務局長に

提出 

第38期第３四半期(自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30日)  平成24年11月13日九州財務局長に

提出 

(4) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の

規定に基づく臨時報告書 

平成24年３月27日九州財務局長に提出 

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】

２ 【その他の参考情報】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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株式会社ジョイフル 

 
  

 
  
 

  
 

  
＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ジョイフルの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算

書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び

連結附属明細表について監査を行った。 

  
連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示

を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ジョイフル及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成25年３月25日

取締役会  御中 

有限責任監査法人  トーマツ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    内    藤    真    一    ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    城    戸    昭    博    ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ジョイ

フルの平成24年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

  
内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当

監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信

頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部

統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書

の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、株式会社ジョイフルが平成24年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

(※) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が別途保管しております。 

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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株式会社ジョイフル 

 
  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ジョイフルの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第38期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

附属明細表について監査を行った。 

  
財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジョイフルの平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

平成25年３月25日

取締役会  御中 

有限責任監査法人  トーマツ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    内    藤    真    一    ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    城    戸    昭    博    ㊞ 

(※) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が別途保管しております。 

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年３月25日 

【会社名】 株式会社ジョイフル 

【英訳名】 Joyfull Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役  穴見  陽一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大分県大分市三川新町１丁目１番45号 

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神２丁目14番２号） 

  

  

  



代表取締役穴見陽一は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監

査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財

務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

    

  財務報告に係る内部統制は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するため

に、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認め

られる企業会計の原則に従って、財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続が含

まれております。 

    

  なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合や、将来的に起こ

り得る不確定な事柄等、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも

対応しない場合があり、内部統制が有効に機能しない固有の限界を有しています。したがって、内部統制

の目的を絶対的に保証するものではなく、費用対効果の合理的な範囲内で達成しようとするものであるた

め、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可

能性があります。 

  

当社は、当事業年度末日である平成24年12月31日を基準日として、内部統制の評価を行っており、評価

に当たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

しております。  

  本評価においては、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象

となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、

選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定

し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているか、整備及び運用状況を評価するこ

とによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。  

  財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から

必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としております。当該評価範囲を決定した手順、方法等

としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏ま

え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社について

は、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価の範囲に含めており

ません。  

  重要な事業拠点を選定する際は、連結売上高を指標とし、連結売上高の概ね２／３に達している事業拠

点を「重要な事業拠点」としております。当該重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わ

る勘定科目として売上高、売上原価、人件費及び敷金に至る業務プロセスを評価の対象としております。

また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象とし

ております。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】



  

上記の評価手続を実施した結果、平成24年12月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効である

と判断いたしました。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】





 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年３月25日 

【会社名】 株式会社ジョイフル 

【英訳名】 Joyfull Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役  穴見  陽一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大分県大分市三川新町１丁目１番45号 

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神２丁目14番２号） 

  

  

  



当社代表取締役穴見陽一は、当社の第38期(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日)の有価証券

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


